
様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）チルユ’＞

岳1h丁＝△藷／一､ ÷_"、幸／L､ ｜鄙ﾅ垂迂≦!_＝士u｣藷／一シL，

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

挙津雪言

経費項目 誰固形讃･研修費･癌 ･藍調誇鹿謄･会議費･資料肺蹟･資糊鄙費･事務費･事務所費･人件費

内 容 ホームページの運用伶和6年4月分）

年月 日 令和6年4月 1日～令和6年4月 30日 金額 839円

目的 自身の政策や活動を報告するためのホームページ運用依頼

使途 年間管理･維持費

政務活動.

県政との

関連性

県民に活動を広報するツールとして

〆

2023/05～2024/04で、

9,900円十損ﾑ手数料165円＝10,065円

2023/05～2024/03分の9,226円は、請求済

202型04分

10,065円-9,226円＝839円を充当する

支払根拠は令和5年5月整理番号5一1参照

839円

／

100％ 839円



様式第1－1号

書支出証拠

汁 議員氏宅

－斗
一一一

＝沓コマ＝ ま一／

経費項目 調査研究費･研修費･匝禰扇詞･聲調靜勧費･会議費･資料l賊費･資糊篇入費･事務費･謡濡漬･人{犢

内 容 ﾎｰﾑぺｰジの運用 （鋪･"”）

年月 日 令和5年5月 1日～令和6年3月 31日 金 額 9,226円

目的
Fコョピ〆1列理、 1口…巴Tl入目刀四Jｰザ〆曹ゴロ制・ ー。 ザ－0』’一ウノ、

使途
h UH』 ロ一一 J1 .胃jへ

政務活動・

県政との

関連性

県民に活動を広報するツールとして

く領収書貼付枠＞

別添請求書・振込受付書参照

2023/05～2024幻4で、

9,900円十病丞議料165円＝10,065円

そのうち2023/05～202403分の支出誼処書を提出する。

10,065円×11/12月＝9,226円

(1'』そ/’仏ヶ(J /"!j"
昌
－2塁ふみ

日

=’3ノ 月）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

9,226円

案分率(b)

／

100％

學4河口勃冥子山函、ログ、Uノ

9,226円



お取引を取り消す場合は「取消確認」ボタンを押してください｡

|処理状況

受付番号020100ユ受付日時2023年02月01B11時13分取引方法ブラウザ処理済み
－．－一

I取引内容

引落口座

金融機関名ハマ刊ｲﾜﾀｼﾝｷﾝ

支店名ナ加淑ワ

科目筈彌雨舍

口座香号2006830

受取人名ｼﾝｶｲﾄｼｶｽ甑

金額9,900円

引落合計金額10,065円（税込手数料165円）

指定日02月01B

振込依頼人名ラチシユンイチ

振込･振言先口座

翠消這認

戻る



2023年01月31a

請求番号:■■■■

請求書

=Spac"GG¥
件名：ホスティング實用

下記のとおりご請求申し上げます。

ご請求金額

SpaceBOGGY

〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川6640-20￥9，900－

TEL:053-522-3346

FAX:053-569-6979

shinkait@spaceboggy.jp

お支払い期限：2023年02月28日

2023年5月ユ日～2024年4月30日分

お振込先：

浜松磐田信用金庫中川支店(=) 2006830シンカイトシカズ
4 ， h

品番・品名 数量 単価 今謂

ドメイン年間費用 1年 3,000 3,000

ホスティング費用 1年 6,000 6,000

小計 9,000

消費税(ﾕ0％） 900

合計 9,900



様式第1－1号

支出証拠書
1

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）〃，

全盲IIp垂…r－、 1 －と些壺／L， 号ﾄ塞士山壼r－vL，
案分の理由

後援会活動と案分

歪土茎苦言 ￥－2

経費項目 調罰暁費･研修費･画鉱報費･雰燕祷翻費･会議費･資料鰄費･資繩肯入費･厘雪･謂銅漬･人件費

内 容 年間ｻブスクリプション(“,岬¥月-鍋2洞〃）

年月 日 令和6年4月1日へ令和6年5月31日 金 額 1,227円

目的

使途

県政との

関連性

q〆､苧一一”■ー■ ー ■ ﾛ

注文詳細・クレジットカード明細・領収書提出済

McrosoHOff,R⑩価_CrOSO仕365Family年間サブスクリプシヨン):13,382円脱込14,720円）

期間:2023焔勉3～2024/“2

14,720円×10÷12=12,266円申請済

残り2ケ月分14,720円-12,266円＝2,454円を申請

r年7月整理番号7－2参照＠ヶのｻ今搾り‘）

唾労Y古曹

2,454円

1/2

％ 1,227円



鐙
様式第1－1号

－ﾗｰｰ豆司

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿－－）

f

'伽

梺需.言

経費項目 調査形蹟･研修費･広聴広報費･霊調誇括鑛･会議費･資料(鰄費･鮮陶費･厘霊･誘銅債･人件費

内 容 ノートPC等購入

年月 日 令和5年5月15日 金額 ／鐙‘も28円

目的

使途

政務活動.

県政との

関連性

〆

IU添注文詳細・クレジットカード明細・領収書参

①ノートPC(Suｴ色ceLapt叩勘:244,800円(ﾕ"参 '〃

②Mim,nsoRO伍ceMi"osf365Famny年間サブス

〃
ノー一

／、変換ア

、

ク

卜【胃
I

DR

ダプタ等(2,390円×2+21,050円) 25,830円 一一一アマｿ､》I言砕、、

eの期間'霧
、綻銅3。

、

一』

．'』§/‘/ﾀﾗ-1'望郷1で"で房博'〈
/_J,38』何瀞 /'/=1/.ヶ,ｸ-LDPI (巌込）

坐'巧帯61~"｣痔ｦ1令匂〃す肺

ノヶ"会｡月K ﾉ"z79= /2'>"P1 (･a'"評9>満塁“≧,¥坪月）

①十、(/鵬”)す、ニ タ'2"6円

森ら1読函｡P"､もく"ｨに”鼠､､冷え(銅鋤入;締'調?”一ｹ笏騨）

動と案分

領収書金額(a)

ざクノ3クる ！ 円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

/録, 33『円



関の、？謡嵐“

こり室年5月;5己｜屋文雪号:垂766雲“う

SurfaceLaptop5
差258，182｡恩

バンドルに含まれるもの ハ

SurfaceLaptop5-15インチ､ブラック
(メタル)、第12世代インテル⑨CoreTM

i7、 16GBRAM， 512GBSSD

¥2441800

巳
娼
一

上
－
壼
蒟

中
け
￥

鑑
雫
石
卸6

j
｢ 配挨存引自跡する

｡回 202Z

849266

0 ③

Microsoft365Family(12か月間のサブス 配送中

お届け予定日

7日

CEVA-361436

写ユーーーや

匡弥奇 配送を追跡する

クリプシヨン）

¥13,382

2022

灘
849266

Oo一＄ ●

¥284,000の合計

■■■によるお支払い
詳細の非表示へ

請求の詳細

小計

配送

消寶税

配送の詳細

良知駿一

細江町中川7172-698,ラトウール101

浜松市北区,shizuokaken,4311304

｣P

２
０
８

８
￥
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１
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８
５

５
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２
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￥

合計

支払い方法

¥284,000

■■■■

注文詳細の印刷注文のヘルプ関連リンク



2023/08/3012:55 Microso竹アカウント|サービスとサブスクリプシヨン
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鐘 鞠
共有を苣理 ＞

5人の1と共有

Microsoft365.comを使用する ＞

アイデアを形にする

自照悪黒忍恕需次回の請求2024/6/22, ￥21』000

棒て. |撫卿|‘…ぅ/d,ムヲー

自重力更新オン

ハ

/ ，

…雲¥/6"1

¥21,000毎年

プランの切り替え

支払い方法

Eﾖ■■■■■

変更

①請求履歴 う

既コードまたはプリペイドカードを利用する ＞

e自動更新をオフにする ＞ ，‐

×サブスクリプションのキャンセル ＞

サブスクリプションの共有

5人の1と共有しています 「壼司、

■竃デバイス用のMicrosoft365アプリ
■匡最大5台のデバイスで同時に使用できます

インストール V

eフイーー割ﾐﾂｸ
罰ノ兵

I/I



壱壱三二' ･gl･jﾐ． :3髄

ご P

ページを印刷する

照会口座

〔全26件） 並べ替え：重量｜ 日付 遁臺皇玉

言号 日付 満寺払い金額 お預り金額 差引残高 取引 摘要 ﾒモ

_1__■■I■■■■ ■■■ ■■■ ■
一
・

二
一
》
一

■
一
■
準
一

出金沖-ﾌ゙刀ｲ籾
Ｊ
国

■『■■■■ ■■■ ■■■■

翌匡乙202琴07月03日分 ．Z3,328円00ユ

F■■■ ロ ■■

■■■■

■■■■I■■■■■ ■■

I■『■■■■ ■■■ I■■■■■I■■ ■■

=G)
202…7月10日分

001 ■■■■出金 。ﾛｰﾄﾞ365,387円ゼ

‘ﾆｮ■■■■虫令 。ｶｰドﾉ｡mx 「鶏栗］OOZ202琴07月10日分 4"ZZ4円

－－」■『■■■■ ■■■■ I■■■■■■■■ ■■

1－■F■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■
｜
・F■■■ ■■■■

一
■ F■■■ ロ■■ ■■

■
－－－－1

■F■■■■ ロ ■■■■■■■■■ ■■

■F■■■■ ■■ I■■■■■ロ■■■ ■■

…＠
2023年07月24日分

OOZ I■■■■鼎今 ‘閥.c(輔'ン2"ZOO円

_1■『■■■■ ■■■ I■■■■■■■ ■■

症画
塵謹凱⑧OO4ZOZa年07月27日分 I■■■■出金 スリ。39"204円

■■■ ■■

1
_I
_I

■F■■■■ ■■■ ﾛ■■■■■■■■ ■■

■ー■■■■ ■■■■■■■■ ■■

■『■■■■ I■■■ ■■■■■■■■ ■■

I■■■■ﾛ■■■■ ■■

弓_」l■F■■■■ ロ ■■■■■■■■■ ■■



塞男梵蔀一空マー蓉夢壁冒寺や字昌子~守窒学舌4…空室壹字＝蚕 ＝き＝ー詞

砕燈占錠ご牙 CDCCARD

ご利用中のお客様：良知駿一様

ご軋鳫ﾉ危垂曙副詞孟罵達

ご利用明細 印刷日時:2023年6月26日21 :54

［2023年7月分のご利用代金明細照会最終閲覧日時:本日が明細内容確定後の初来訪日となります。］

良知駿一様ご利用明細(確定)を表示しております。

1

1｜■■■カード種類 | 『 照会月 2023年7月

I
Ii 明細作成日 : 2023年6月24日カード名称

’ 』
1

1
カード番号

’|お支払日
I

2023年7月10日
’

I 1
1 365,387円

365,387円

0円

今回ご請求合計額

’(1)今回ご請求額

(2)事前お支払額 ’ j~年ク月整理番号7－／参照
’ 365,387円合計[(1)一(2)］

■ショッピングご利用分

’
G

‘夛

⑧

和訳矛I｣用

望

今回請求

額

現地通貨

額

通貨略

称

換算レー
卜

2023/5／15 ■■ マイクロソフト
回
い

１
判
矩

284‘000 284,000

I■■■■ ■■■
一
一

－
１

■■■

■■

■
■■■ ■■■ ■■■ ■■ ロ

I■■■■ ﾛ■■ ■■■■■■■■■■
■
■
■
■ ■I■ ■■

2023/5/16 ■■ 中部電力23/05利用分
1回

･払い
5,342 5，342

l■■■■ ﾛ■■
・
一

■
■

Ⅱ
■ ■■ ■■

l■■■■ ■■■ ■■■■■■ﾛ■■■
１
１ ■■ ■■

■■■■■ ■■■ ’
｜
■

■
。 ﾛ■ ■■

■■■■■ ■■■ ■■■■■
■
。 ■■■ ■■■

■■■■■ ﾛ■■ ■■■■■■■■■
■
。 ■■ ■■

■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■
■
。 ■■ ■■

2023／5/26 ■■
CHATGPTSUBSCRIPTION

OPENAI.COM

個
郷 2,867 2，867 20 USD 143．35

ﾛ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■
１
１
■
■ ■ ■ロ



様式第1－1号

－7~ご~了司

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

／

始

一一国・ジ

経費項目 調罰暁費･研修費･画趣報費･霊澗誇鹿犢･会議費･資料肺蹟･資報鴬入費･犀笥･謡歸漬･人件費

内 容 事務機器ﾘｰｽ代(冷加陽州'－799糊"）

年月 日 令和6年4月 1日～令和6年7月 31日 金額 4,752円

目的

使途
リース代

政務活動．

県政との

関連性

、l県哩盲況口Iソ1十″

別添通帳二'ピー再リースのご案内提出済

リース代：2023焔/19から2024/6/18までの1年間28,512円

引き落とし2023/8/3

2023/8～2024/3の8ケ月分請求済

28,512円÷12×8=19,008円

2024/4～7の4ヶ月分請求

28,512円-19,008円=9,504円

１
１

南

”涛齢

士年ソ月整理番号グー-3参照

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

9,504円

案分率(b)

l/2

％

政務活動費支出額(a×b)

4,752円



様式第1－1号

忽謬夛
支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）姥

鑿琿番号 9－3

経費項目 ﾖ楚研究費･研修費･広聴広報費･勇調誇嗣費･会議費･資料ｲ賊費･資料購入費･墨･事獅T費･人件費

内 容 事務機器ﾘｰｽ代 （侮吋矛湖~た榊翔,"”）

年月 日 令和5年8月 1日～令和6年3月 31日 金 額 9,504円

目的
手列カノノlvZ字面1坪ば 、l家[．"l蕊上曹ノ別ソノ ノ 〆、 1M

使途
リース代

婆4がロ割一

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添通帳コピー再リースのご案内参照

リース代：2023/6/19から2024/6/18までの1年間28,512円

引き落とし2023/8/3

2023/8～2024/3の8ケ月分を請求

28,512円÷12×隼19,008円

(1"僻蝸ｼ崎獄､ﾉﾁヶ9分f'ww:'K請淘能）

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

19,008円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

9,504円



自動更新（再リース）のご案内

平素は格別のお引立てにあポかり厚くお礼申し上げ

ます。

きて、下記リース契約につきまして、先般ご案内の

「リース期間満了のお知らせ」のとおり、 リース

契約約款に基づき、 【現在のご契約内容】のリース

期間満了日以降、右記【再リースの内容】で自動更新

(再リース）の手続きをとらせていただく事になります
*再リースをご希望されない場合ので、ご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
必哉左記リース期間満了日の7営業日前までに下記内容
をご記入の上、ファクシミリにてご連絡下きいますよう、

お願い申し上げます。
I

↓ 〔ご記入ください〕
口物件をシャープファイナンス指定場所へ返還します。
注）返還いただく際の費用は、お客様のご負担となります。

【現在のご契約内容】

お問合せ番号

お客様番号
ご華約番号ご契約番号
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１2023年6月
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共同機器株式会社

桟種名 ・台数

口入替等によりお取扱店等に返還済または返還予定です。

お取扱店名（ ） （ 年 月頃）

ご担当者( ) (TEL )

物件設置場所
ハママッシキタクホソエチヨウナカガワ

ハママッシキタクホソエチョウナカガワ

ハママツシキタクホソエチヨウナカガワ

ハママッシキタクホソエチヨウナカガワ

ハママツシキタクホソエチヨウナカガワ

ハママッシキタクホソエチヨウナカカーワ
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ｴｷｼﾖｳｶﾗｰﾓﾆﾀｰ XU2493HS-B1
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一一一一一一

再リース期間 2023年6月1 9日から
ヮ、ヮ4垂6月1 8Rまで 1年間

再リース料

(年額）
再リース料 25,92UH
消費税 2， 592円
会 計 28． 512円

お支払日 2023年8ノ 3日

お支払方法 口座振替 （一括調 い）

●別途､保守･メンテナンスをご契約の岩合は､該当柔者様とご相談ください｡
●お支払方法が口座提替の掲合、あらかじめ口座へのご入金をお国いし吉.す｡



画商1D:BNYO60

ﾇ､出金鴫縞窯会

ページを印刷する
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番号 日付 漏守ガ､し密 お預り金額 差引残高 取引 滴要 ﾒモ

z0Z3麺8月03日分

■■■■出金 シv･ｱﾝｱｲ""28"512円｡Oユ

■F■■■■ ロ I■■■■■ﾛ■■■■ ■■

■F■■■■ l■■■ ■
一
■

■
一
■

■■

１
１

■I■■■■ ■■■ ■■■■ ■■

■『■■■■ I■■■ I■■■■■I■■■ ■■

OO1 2023年08月ﾕ0日分 ■■■■出金 。ﾛｰﾄﾞ61"560円

OO22DZ3年08月10日分 ■■■■坐今･叶γ･“4"067円

I■■■■■■■■ ■■

■ー ロ ■■■■■■■ ■■

■■■■■■■■■ ■■

１
１

F■■■ ■■ I■■■■■I■■■ ■■■
｜
■F■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■

函色うDm.ZOZa年OB月23日分 ■■■■2"200円 出金 sMBc(ｷ”

■I■■■■ ■■■ l■■■■■■■■■ ■■

■『■■■■ ■■■ ■■■■■■ロ■■ ■■

I■I■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■

塾‘豆3
nag 202奔08月28日分 ■■■■39,204円 〃.､ 9

■I■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■

１
１

■『■■■■ ■■■■ ■■■■■I■■ ■■

■P■■■■ ■■■■ ﾛ■■■■■■■■ ■■

■F■■■■ I■■■■■■■■ ■■

■F■■■■ Ⅱ ■■■■■■■■■■ ■■

弓←■『■■■■ ロ ■■■■Ⅱ■■■■ ■■



様式第1－1号

書支出証拠

名・讓員雁

整理菩 号 裟一 ゞ学

経費項目 調罰f究費･研修費･広聴広報費･舞淵誇活鱸･会議費･資料ｲ鰄費･鮮艤入費･厘霊･謡銅漬･人件費

内 容 共有ｿﾌﾄDropbox) (#,-/"1 7Ir99)

年月 日 令和6年4月 1日～令和6年10月 31日 金額 4,620円

目的

使途
1年分ライセンス

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添領収書参照

2023年1]●月に、2024年3月分までを請求済

未請求分の2024年4月～10月分を請求

15,840円× 7ケ月（2024/4～2024/10） ÷12ケ月＝9,240円

十年／'月整理番号／'一＃参照

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

9,240円

案分率(b)

1/2

％

堅勿河口翠真冬L 1額(a×b)

4,620円



様式第1－1号
尋
ｊ
’
一

職窓2）
支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

J

'流

案分の理由 畠百IIU睾公全百ｲっ1 去ﾑ斗毒r剛 l i時諺7壬舌h善寺fH"rっxIへ1

後援会活動と案分

華理番号

経費項目 調査職費･研修費･圃恵広報費･蕊調誇活諦･会議費･資料織費･酔鯖入費･露･事濡費･人件費

内 容 共有ソフト(Dropbox)

年月 日 令和5年．11月 1日へ令和6年3月 31日 金額 3,300円

目的

使途
1年分ライセンス

県政との

関連性

く、PRJIX=b1,｣f千〃

別添領収書参照

15,840円× 5ケ月（2023/11～2024/3） ÷ 12ケ月=6,600円

(聖"崎州崎'‘戒を'‘≦芋'月'ル偽‘』"倒尭淘榊

6,600円

1／2

％ 3,300円



DropboxInternationaIUnlimitedCompany
OneParkPlace,FIoor6

HatchStreetUpper

繋黒:■
Q|番号:T6700150104169

billing-support@dropbox.com

rachi.shunichi.office@gmail.com

お古払い

の領収書

領収書ID

WQ981~｢C7FWF4５
’
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説明

DropboxPIus(2023-10-15から2024-10-15まで）

小計

十消費税（10％）

合計 ¥15,840

DrOPbOX1nlematiDnaIUnlimi[edCpmPanyは登録国ﾀ仰震音であり.消画税の甲吉および幼税の義務を有します.

金訓はすべて]PYで表示されますDこれは請求笛酒はありません.追加のお支払いは必要ありません.

すべて阜諺



様式第1－2号

－7=~了司

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）′ぅ〃

整理 号

経費項目 雨罰禿罰･研修費

内 容 情報処理学会会費(年度更親

年月 日 令和6年4月 1日～令和7年3月 31日 金額 10,800円

会の趣旨．

目 的

コンピュータとコミュニケーションを中心とした情報処理に関する学術および技術の振興をはかる

ことにより、学術、文化ならびに産業の発展に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

(鋤情報処理関連技術の普及・実践

(3)情報処理関連技術の標準化の推進ならびに普及

(4)情報処理に関わる人材育成の推進

(5)情報処理閏室の国際学協会への加盟ならびに連絡および協力

⑥情報処理関連学協会との連絡および協力

(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

政務活動.

県政との

関連性

~丁医V争う病みジ里Y,一入、P」． ’G1ロノl」しLv ‐ノリ～‘隼vノqlﾉY季"金乙ﾘﾀ牛v ‐。 ‐Ln-ﾉｰL V参ﾛｰﾝ､〃弓唾、、 nコ IゴL墨〃＝乙J 1同干1X

収集する必要があり、情報処理学会に入会し定期的に会誌等を購読また必要に応じて学会

等にも参加する。

、Ⅱ貝｣{又琴自1､』ｲギグ

別添請求書・領収書参照

2024年度正会員費：10,800円

(2024/04/01~2025/03/31)

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである ．

領収書金額(a)

10,800円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支日政務活動費支日当』誼rax1へ1…、ｰ" ､ｰ"

10,800円



領収書No.202307582

〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町'i!川7172-698

ラトゥール101

良知駿一事務所

良知駿一様

一般社団法人情報処理学会(201902504)

、

2023年12月01日

領収書

T,0,_OO62 f壁一一粕一・一愚一一一

……

東京都千代田区神田駿河台1

化学会館4F

一般社団法人情報処理学

一云…一一一

良知駿一事務所(良知駿一)様

下記のとおり領収いたしました。

原坂蘋－幸~応而=

悪＝詔
*軽減税率対象

請求明細に関する適用税率毎の内訳は次のURLをご確認ください。今https://www: ipsj.or.jp/annai/oIher/shohizei､html

お問合せなどは、下記までご連絡ください。

◇連絡／照会先

一般社団法人情報処理学会事務局

hllps://www,ipsj･or,jp/
Tel (03)3518-8374

Fax(03)3518-8375

Pagel/1

日付 年度 品 名

ワ、ワqノ1ワノ1 2024 2024年庶正今呂善

今藝
Rnロ

課税対象外

￥1，ROO

¥10,800



請求書No.2023023745

〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川7172-698

ラトゥール101

良知駿一事務所

良知駿一様
一般社団法人情報処理学会(201902504)

発行年月日 :2023/12/01

請求書

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台1

化学会館4F
一般社団法人情報処理学

登録番号:T6010005015598

良知駿一事務所様

下記の通りご請求申し上げます

請求額 ¥10,80'

'0,800 1内消費税 O
'0,8001内消費税 0

‘
＋
‐

ニ
ヨ
ー

△
［

*軽減税率対象

請求明細に関する適用税率毎の内訳は次のURLをご確認ください｡→https://www'ipsj.or,jp/annai/other/shohizei,html

お支払いは下記口座へお願いします。

郵便振替 OO150-4-83484

三菱U直J銀行(0005）本店 (001)普通預金

みずほ銀行 (0001)虎ﾉ門支店(046)普通預金
名義人 ： 一般朴同法人情報処理学会

名義人カナ: ｼﾔ）ジヨウホウシヨリガツカイ

８
５

５
４

８
９

６
３

３
１

６
０

７
１

※振込手数料は貴殿（貴社）にてご負担ください。

※振込人名の桐にお名前と請求書番号をご記入ください｡請求書番号を併記できない場合や複数の請求書をまとめて送金される場合は､請求書番
号・振込日・振込先・振込人名義・金額を経理担当宛にご連絡ください。

E-Mail gkeiri@ipsj.or･jp Tel(03)3518-8374Fax｡(03)3518-8375
〒101-0062東京都千代田区神田駿河台1－5化学会館4F

https://www.iPsjor.jp/

Pagel/1

年度

2024

品 名

2024年度正会員費

単イ 数量数量数量

101800 111

今諸

101800

入金額

0

実請求額

10.800

･今言＋ 1 10,800 0 10.800

課税対象外



入会する 個人会員の入会雪用一覧

個人会員の入会費用一覧

|個人会員の入会責用一覧

オプション*2

総合デジタルライブラリ 研究会登録費

年度単位*1

税込価格

会員区分 入会令 会費 論文誌ジャーナル購読

賀

年度単位*1

税込価格

年度単位*1

対象外

無料

10′800円

会誌ありg半額

会誌なし；免除

4,800円

時期／期間

消費税*3

名薑会員

症会員

入会時

対象外

2r000
円

年度単位*1

税込価格

11,000円

11,000円

円
一
円

０
０

０
０

５
５

Ｊ
〃

５
５○

参考:2023年度

E会員（終身会員）

学生今皀

ジュニア会員木4

5,500円

5，500円

円
円

０
－
０

０
｝
０
’
一

Ｏ
ｐ

ｌ
’
一

１
１ 1つ無料

2つ目から上記のとおり
免除

免除 無料



最終更新日:2010年7月1日

一般社団法人情報処理学会定款

制定日：昭和38年12月19日

社団法人としての定款変更履歴:昭和42年12月5日、昭和44年1月7日、昭和45年11月7日、昭和47年7月14日、昭和50年10月24

日、昭和53年8月7日、昭和58年6月27日、昭和59年7月10日、昭和61年8月25日、平成1年3月29日、平成4年10月3日、平成5年8月

2日、平成6年7月16日、平成12年3月23日、平成14年6月25日、平成16年3月1日、平成17年6月10日

一般社団法人認可までの定款変更履歴：平成20年12月22日、平成21年5月29日、平成22年3月24日、平成22年5月31日

最新変更日:平成22年5月31日(平成22年7月1日(一般社団法人への移行登記日)施行）

※平成22年5月31日

1．一般社団法人への移行のための法令に照らした変更

第1章総員ll

一
一
一

一

》
廻

一

第1章総則

(名称）

第1条この法人は､一般社団法人情報処理学会(InhrmationProcessingSocietyofJapan)と称する。

(事務所）

第2条この法人は､主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章目的および事業

（目的）

第3条この法人は､コンピュータとコミュニケーションを中心とした情報処理に関する学術および技術の振興をはかることにより､学

術､文化ならびに産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業）

第4条この法人は､前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)情報処理関連技術の研究･調査ならびに研究･調査に閨する成果発表

(2)情報処理関連技術の普及･実践

(3)情報処理関連技術の標準化の推進ならびに普及

(4)情報処理に関わる人材育成の推進

(5)情報処理関連の国際学協会への加盟ならびに連絡および協力

(6)情報処理関連学協会との連絡および協力
(7)その他､この法人の目的を達成するために必要な事業

2.前項の事業は､本邦および海外において行うものとする。

第3章会員および社員



(法人の構成員）

第5条この法人に､次の会員を置く。

（1）正会員この法人の目的に賛同して入会した個人

(2)名誉会員この法人の事業範囲において特別の功績があり､社員総会において推薦された個人

(3)学生会員短大､高専､大学学部、大学院修士課程および博士課程､またはこれに準ずる学校の在学生のうち、この法人の

目的に賛同して入会した個人

(4)賛助会員この法人の事業を賛助するため入会した団体または個人

2.この法人の一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律(以下､法人法という)上の社員は､概ね正会員100人の中から1人

の割合で選出される代表会員とする。

3．代表会員は、正会員による代表会員選挙で選出する｡代表会員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

4.代表会員は､正会員の中から選ばれることを要する｡正会員は､前項の代表会員選挙に立候補することができる｡

5.第3項の代表会員選挙において､正会員は､他の正会員と等しく代表会員を選挙する権利を有する｡理事または理事会は､代

表会員を選出することはできない。

6.第3項の代表会員選挙は､毎年2月に実施することとし､代表会員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする｡ただし、

代表会員が､法人法に規定された社員総会決議取消しの訴え､解散の訴え、責任追及の訴え、および役員の解任の訴えを提起し

ている場合(責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む)には､当該訴訟が終結するまでの間、当該代表会員は社員た

る地位を失わない(当該代表会員は､役員の選任および解任ならびに定款変更についての議決権を有しないこととする)。

7.代表会員に欠員が生じた場合は､速やかに再選挙により､欠員を補充することができる｡欠員により選任された代表会員の任

期は､前任者の残任期間とする。

8.正会員は､法人法に規定された次に掲げる社員の権利を､代表会員と同様にこの法人に対して行使することができる。

（1）定款の閲覧等の権利

(2)社員名簿の閲覧等の権利

(3)社員総会の議事録の閲覧等の権利

(4)社員の代理権証明書面等の閲覧等の権利

(5)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等の権利

(6)計算書類等の閲覧等の権利

(7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利

(8)合併契約等の閲覧等の権利

9.理事および監事は､その任務を怠ったときは､この法人に対し､これによって生じた損害を賠償する責任を負い､法人法上の総

社員の同意による損害賠償責任の免除の規定にかかわらず､この責任は全ての正会員の同意がなければ免除することができな

い。

(入会）

第6条この法人の会員として入会しようとする者は､理事会の定めるところにより申込みをし､その承認を受けなければならない。

2.社員総会において名誉会員に推薦された者は､前項の入会の手続きを要せず､本人の承諾をもって会員とする。

(経費の負担）

第7条会員は､この法人の運営に経常的に生じる費用に充てるため､入会の時および毎年､社員総会が別に定める入会金および

会費を納入しなければならない。

2.学生会員および賛助会員は､入会金を納めることを要しない。

3.名誉会員は､入会金および会費を納めることを要しない。

(任意退会）

第8条会員は､理事会が別に定める退会届けを提出することにより､任意に､いつでも退会することができる。

(除名）

第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは､社員総会において､総代表会員の半数以上であって､総代表会員の議決

権の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる｡この場合､その会員に対し､社員総会の1週間前までに理由を

付して除名する旨を通知し､社員総会において､決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款または規則に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ､または目的に反する行為をしたとき

(3)その他の正当な事由のあるとき

2.前項により除名が決議されたときは､その会員に対し通知するものとする。

(会員の資格喪失）

第10条前2条の場合(任意退会、除名)のほか､会員は､次の各号の一に該当するに至ったときは､その資格を喪失する。

(1)会費を1年以上滞納したとき

(2)全ての会員の同意があったとき

(3)死亡し､若しくは失蹉宣告を受け､または会員である団体が解散したとき

(4)成年被後見人または被保佐人になったとき

(会員資格の喪失に伴う権利および義務）

第11条会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは､この法人に対する会員としての権利を失い､義務を免れる｡ただし、
未履行の義務は、これを免れることができない。

2.この法人は､会員がその資格を喪失しても､既納の入会金､会費およびその他の拠出金は､これ話反置しない。



3.代表会員たる会員が.第8条､第9条､および第10条の各号により､会員たる資格を喪失したときは､代表会員たる地位を喪失

する。

第4章社員総会

(構成）

第12条社員総会は、全ての代表会員をもって構成する。

(権限）

第13条社員総会は､次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)入会の基準および会費ならびに入会金の額

(3)理事および監事の選任または解任

(4)理事および監事の報酬等の額またはその規程

(5)各事業年度の事業報告および決算

(6)定款の変更

(7)解散および残余財産の処分

(8)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項

2.前項にかかわらず､個々の社員総会においては､第15条第3項の書面(開催通知)に記載した目的および審議事項以外の事

項は、決議することができない。

(開催）

第14条社員総会は､定時社員総会として､毎事業年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか､臨時総会として､次のいずれかに
該当する場合に開催する。

(1)理事会において開催の決議がなされたとき。

(2)総代表会員の議決権の10分の1以上を有する代表会員から､会長に対し､社員総会の目的である事項ならびに招集の理
由を示して招集の請求があったとき。

(招集）

第15条社員総会は､法令に別段の定めがある場合を除き､理事会の決議に基づき､会長が招集する。

2.会長は､前条第2号の規定による請求があったときは､その日から30日以内の日を社員総会とする臨時社員総会の招集の通
知をしなければならない。

3.社員総会を招集するときは､会議の日時､場所、目的である事項を記載した書面をもって､開催日の1週間前までに通知しなけ

ればならない｡ただし､社員総会に出席しない代表会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前まで

に通知しなければならない。

(議長）

第16条社員総会の議長は､会長がこれに当たる。

(議決権）

第17条社員総会における議決権は､代表会員1名につき1個とする。

(定足数）

第18条社員総会は､総代表会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議）

第19条社員総会の決議は､法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き､総代表会員の過半数が出席し、出席した代表
会員の過半数をもって行う｡可否同数のときは､議長の決するところによるが､この場合において､議長は代表会員として決議に加

わることはできない。

2.前項の規定にかかわらず､次の決議は､総代表会員の半数以上であって､総代表会員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1)会員の除名

(2)理事および監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散および残余財産の処分

(5)その他法令またはこの定款で定められた事項

3.理事および監事を選任する議案を決議するに際しては､候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理および書面決議）

第20条社員総会に出席できない代表会員は､他の代表会員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場
合において、当該代表会員は､代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2.社員総会の決議について､書面により議決権を行使することができるとしたときは､代表会員は､議決権行使書面を所定の方
法により提出しなければならない。

3.第1項および2項の場合における第18条(定足数)および第19条(決議)の規定の適用については､その代表会員は出席したも
のとみなす。

(決議の省略）



第21条理事または代表会員が､社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において､その提案について．代表会

員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは､その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものと
みなすものとする。

(議事録）

第22条社員総会の議事については､法令で定めるところにより議事録を作成するものとする。

2.出席した会長および副会長は､前項の議事録に記名押印する。

第5章役 員

(役員の設置）

第23条この法人に､次の役員を置く。

（1）理事15名以上25名以内

(2)監事2名以内

2.理事のうち1名を会長､2名以内を副会長とする。

3.前項の会長および副会長をもって法人法上の代表理事とし､これ以外の理事を同法上の業務執行理事とする。

(役員の選任等）

第24条役員は､社員総会において､これを選任する。

2.会長､副会長および業務執行理事は､理事会において､理事のうちから選定する。

3.常務理事は､理事会において､業務執行理事のうちから6名以内を選定することができる。

4.監事は､理事または使用人を兼ねることができない。

5.各理事について、当該理事およびその配偶者または3親等内の親族､その他特別の関係にある理事の合計数は､理事総数の

3分の1を超えてはならない｡監事についても同様とする。

6.他の同一の団体(公益法人を除く)の理事または使用人である者､その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計

数は､理事総数の3分の1を超えてはならない｡監事についても同様とする。

7.役員に異動があったときは2週間以内に登記しなければならない。

(理事の職務･権限）

第25条理事は､理事会を構成し､法令およびこの定款の定めるところにより､職務を執行する。

2.会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し､その業務を執行する。

3.副会長は､法令およびこの定款の定めるところにより､この法人を代表し､会長を補佐し､会長に事故があるときまたは会長が

欠けたときは､会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

4.業務執行理事は､理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

5.常務理事は、会長および副会長を補佐する。

6．会長､副会長および業務執行理事は､3ケ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

7.理事は､この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは､直ちに当該事実を監事に報告しなければならな

い。

(監事の職務･権限）

第26条監事は､理事の職務の執行､およびこの法人の業務ならびに財産の状況を監査し､法令で定めるところにより監査報告を

作成する。

2.監事は､いつでも､理事および使用人に対して事業の報告を求め､この法人の業務および財産の状況の調査をすることができ

る。

3.監事は､社員総会および理事会に出席し､必要があると認めるときは､意見を述べる。

4.監事は､理事が不正の行為をし､若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき､または法令およびこの定款に違反する事

実､若しくは著しく不当な事実があると認めるときは､これを社員総会および理事会に報告する。

5.監事は､前号の報告をするため必要があるときは､会長に理事会の招集を請求する｡ただし､その請求があった日から5日以

内に､2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は､直接､理事会を招集する。

6.監事は､理事が社員総会に提出しようとする議案､書類その他法令で定めるものを調査し､法令およびこの定款に違反し､ま

たは著しく不当な事項があると認めるときは､その調査の結果を社員総会に報告する。

7.監事は､理事がこの法人の目的の範囲外の行為､その他法令およびこの定款に違反する行為をし､またはこれらの行為をする

おそれがある場合において､その行為によりこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは､その理事に対し､その行為をや

めることを請求する。

8．以上､各項のほか､監事は､監事に認められた法令上の権限を行使する。

(役員の任期）

第27条役員(理事および監事)の任期は､選任後2年以内に終了する事業年度のうち､最終のものに関する定時社員総会の終結

の時までとし､再任を妨げない。

2.役員は､第23条に定める定数に足りなくなるときは､任期の満了または辞任により退任し

するまで､なお役員としての権利義務を有する。

た後も､新たに選任された者が就任

(役員の解任）

第28条役員は､社員総会の決議により解任することができる｡ただし､役員を解任する場合

総代表会員の議決権の3分の2以上の議決により行わなければならない。

は､総代表会員の半数以上であって、



(報酬等）

第29条役員は無報酬とする｡ただし､常勤の役員に対しては､社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定

した額を､社員総会の決議を経て､報酬等として支給することができる。

2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(競業利益相反取引の制限）

第30条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は､その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならな

い。

（1）自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

（2）自己または第三者のためにするこの法人との取引

(3)この法人がその理事の債務を保証すること

(4)その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2.理事会の承認を得て前項の取引をした理事は､その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除）

第31条この法人は､一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律に規定される役員の法人に対する損害賠償責任について、

法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のないとき)に該当する場合には､理事会の決議により､賠償責任額から法令に定める

最低責任限度額を控除して得た額を限度として､免除することができる。

第6章理事会

(構成）

第32条この法人に理事会を置く。

2.理事会は､全ての理事をもって構成する。

3.理事会の議長は､必要と認める場合は､役員以外の者を理事会に出席させることができる。

(職務と権限）

第33条理事会は、この定款に別に定めるもののほか－次の職務を行う。

（1）社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定

(2)規則の制定ならびに変更または廃止

(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)代表理事および業務執行理事の選定および解職

(種類および開催）

第34条理事会は､通常理事会として､毎事業年度4回以上開催するほか、臨時理事会として､次のいずれかに該当する場合に開

催する。

（1）会長が必要と認めたとき。

(2)会長以外の理事から､会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。

(3)前号の請求があった日から5日以内に､その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな

い場合に､その請求をした理事が招集したとき。

(4)第26条第5号の規定により､監事から､会長に招集の請求があったとき､または監事が招集したとき。

<招集）

第35条理事会は､法令およびこの定款に別段の定めのある場合を除き､会長が招集する。

2.会長は､前条第2号または4号前段に該当する場合は､その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは､会議の日時､場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間前までに､各役員に対し

て通知しなければならない。

4.前項の規定にかかわらず､役員の全員の同意があるときは､招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長）

第36条理事会の議長は､会長がこれに当る。

(定足数）

第37条理事会は､理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議）

第38条理事会の決議は､この定款に別段の定めがあるもののぼか､決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.可否同数のときは､議長の決するところによるが､この場合において､議長は理事として決議に加わることはできない。

(決議の省略）

第39条理事が､理事会の決議の目的である事項について提案した場合において､その提案について決議に加わることのできる
理事の全員が､書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは､その提案を可決する旨の理事会の決議があったもの

とみなすものとする。ただし､監事が異議を述べたときは､その限りではない。



(報告の省略）

第40条役員が､役員の全員に対し､理事会に報告すべき事項を通知した場合においては､その事項を理事会に報告することを要

しない。

2.前項の規定は、第25条第6項(3ケ月に1度の職務執行状況の報告)の規定による報告には適用しない。

(議事録）

第41条理事会の議事については､法令で定めるところにより議事録を作成する。

2.出席した会長､副会長および監事は､これに署名または記名押印しなければならない。

（1）事業計画および収支予算についての事項

（2）事業報告および収支決算についての事項

（3）正味財産増減計算書､財産目録および貸借対照表についての事項

（4）役員の選任

〈5）その他､この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項

第7章資産および会計

(事業年度）

第42条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資産の管理-運用）

第43条この法人の資産の管理･運用は､理事会が別に定める資産管理運用規程によるものとする。

(事業計画および収支予算）

第44条この法人の事業計画および収支予算書については､毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し､理事会の承認

を得なければならない｡これを変更する場合も同様とする。

(事業報告および決算）

第45条この法人の事業報告および決算については､毎事業年度終了後､会長が次の書類を作成し､監事の監香を受けた上で、

理事会の承認を得て、定時社員総会の承認を受けな'ﾅれぱならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書

(6)財産目録

2.この法人は､前項の定時社員総会の終結後直ちに､法令の定めるところにより､貸借対照表を公告するものとする。

(会計原則）

第46条この法人の会計は､一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第8章定款の変更、合併および解散等

(定款の変更）

第47条この定款は､社員総会において､総代表会員の半数以上であって､総代表会員の議決権の3分の2以上の議決により変更

することができる。

(合併等）

第48条この法人は､社員総会において､総代表会員の半数以上であって､総代表会員の議決権の3分の2以上の議決により､他

の法人法上の法人との合併､事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

(解散）

第49条この法人は､社員総会の決議､その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限）

第50条この法人は､会員その他の者に対し､剰余金の分配を行うことはできない。

(残余財産の処分）

第51条この法人が清算する場合において有する残余財産は､社員総会の決議を経て､公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律(認定法)第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章委員会等

(委員会等）

第52条この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは､理事会の決議により、委員会および必要な地に支部(以下一委

員会等という)を設置することができる。

2.委員会等の任務､構成および運営lこ関し必要な事項は､理事会の決議により別に定める。

3.委員会等は､法令およびこの定款により､社員総会ならびに理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する



運営を行うことはできない。

(事務局）

第53条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には事務局長および所要の職員を置く。

3.職員のうち重要な職員(就業規則上の特別管理職)は､理事会の承認を得て任免する。

4.事務局の組織および運営に関し必要な事項は､理事会の決議により別に定める。

第10章情報公開等

(備付け帳簿および書類）

第54条この法人は、主たる事務所に､次に掲げる帳簿および書類を備え､また法令の定めにより保管しなければならない。

（1）定款

(2)会員名簿

(3)役員の名簿

(4)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(5)第44条の書類(事業計画および予算）

(6)第45条第1項の書類(事業報告および決算書類）

(7)監査報告書

(8)運営組織および事業活動の状況の概要ならびにこれらに閨する数値のうち重要なものを記載した書類

(9)認定、許可、認可等および登記に関する書類

（10)定款に定める機関のうち､理事会および社員総会の議事に関する書類

（11)その他法令で定める帳簿ならびに書類

2.前項各号の閲覧については､法令の定めによる。

(公告）

第55条この法人の公告は､電子公告による。

2.事故､その他やむを得ない事由により､電子公告をすることができない場合は､官報に掲載する方法により行う。

第11章補足

(委任）

第56条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は､理事会の決議により別に定める。

附則

1．この定款は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下､整備法という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に

定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員およびその任期は､第24条および第27条の規定にかかわらず､次の通り設立総会の定めるところに

よる。

○平成23年3月31日を末日とする事業年度に関する定時社員総会の終結の時までの任期の役員

代表理事 ：白鳥則郎(会長)、村上篤道(副会長）

業務執行理事 ：大場みち子､串間和彦､佐藤三久､砂原秀樹､近山隆､塚本昌彦､宗森純、村上和彰､吉川正俊

監事 ：東野輝夫

○平成24年3月31日を末日とする事業年度に閨する定時社員総会の終結の時までの任期の役員

代表理事 ：水野忠則(副会長）

業務執行理事：井戸上彰玲岡田謙一､奥乃博､落谷亮､関口智嗣､谷口倫一郎､寺田真敏、西直樹､茂木強､横田治夫

監事：住田一男

3.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と､一般社団法人

の設立の登記を行ったときは､第42条の規定にかかわらず､解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし､設立の登記の日を事

業年度の開始日とする。



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

／

/ノ／
，／ユユー

轄理番号 ゲーる

経費項目 願蔀禿覺･研修費

内 容 ヒューマンインタフェース学会2024年度学会費（年度は毎年1月～12月）
蛸～/1月

ｦ両分

年月 日 令和6年4月1日～令和6年12月31日 金 額 6,124円

会の趣旨．

目 的

本法人は、 ヒューマンインタフェースに携わる者、 ヒューマンインタフェースに関心のあ

る者、及びヒューマンインタフェースを利用する一般消費者等を対象として、学会誌の発

行、シンポジウムや研究会の開催、セミナーや講演等による教育・研究活動事業、他学会

との研究交流やヒューマンインタフェースに関する研究等を行うことを通して、人にとっ

て使いやすく分かりやすいヒューマンインタフェースの普及をはかり、安全で安心な社会

の実現､学術文化の向上発展に資することを目的とする。 尚、ヒューマンインタフェース

とは、人と技術の関わりを対象に、その技術の設計・実現・評価、そして、これを利用す

る人の生理・認知・心理・文化・社会的視点からの科学、及び、これらを取り巻く主要な

事象を扱う学問分野である。
ト

F－－－弓i

会の活動

内容等

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動

（2）社会教育の推進を図る活動

（3）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

（4）情報化社会の発展を図る活動

（5）科学技術の振興を図る活動

（6）経済活動の活幽上を図る活動

（7）消費者の保護を図る活動
／o，毒全国j茅4日》単を江卦÷=孝二異国徐何、竺壼菩万I…蜑禍）矛R目脂乏芭圭f々 口指ニマリ手陸ロムへ宝卦

政務活動.

県政との

関連性

歩衿ァ】司唱V1白V自白一丁ーUノJ 1ｰ ,勺ニレ辿互、Tー一クュュ』匡些口I屋u〃ー打邑にこ々Uf印、ローv〆ロ1国1ｰ呵曹可 茎L－

1－マンインタフェースの視点は極めて重要である。最新の技術動向･研究結果を調査し、

関連する部局と議論していく必要がある。

く領収書貼付枠＞

別添領収書・撮空明細参照

学会費8,000円 2024年1月～2024年3月の3ケ月分、2,041円を請求済

手数料 165円 8,165円-2,041円=6,124円を請求

計 8,165円
6年／月整理番号／－7参照

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

mMX言壷貧貝旧ノ

6,124円

案分率(b)

／

100％

J1d力1両割具渠山醒、ログ、Uノ

6, 124円



様式第1－2号

－7~三-7罰
魎

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）ﾉ港

轄理番号

経費項目 厨蔀禿司･研修費

内 容 ヒューマンインタフェース学会2024年度学会費（年度は毎年1月～12月）
／～39り

37月分
』

年月 日 令和6年1月1日～令和6年3月31日 金 額 2,041円

会の趣旨.

目 的

本法人は、 ヒューマンインタフェースに携わる者、 ヒューマンインタフェースに関心のあ

る者、及びヒューマンインタフェースを利用する一般消費者等を対象として、学会誌の発

行、シンポジウムや研究会の開催、セミナーや講演等による教育・研究活動事業、他学会

との研究交流やヒューマンインタフェースに関する研究等を行うことを通して、人にとっ

て使いやすく分かりやすいヒューマンインタフェースの普及をはかり、安全で安心な社会

の実現､学術文化の向上発展に資することを目的とする。 尚、ヒューマンインタフェース

とは、人と技術の関わりを対象に、その技術の設計・実現・評価、そして、これを利用す

る人の生理・認知・心理・文化・社会的視点からの科学、及び、これらを取り巻く主要な

事象を扱う学問分野である。

会の活動

内容等

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動

（2）社会教育の推進を図る活動

（3）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

（4）情報化社会の発展を図る活動

（5）科学技術の振興を図る活動

（6）経済活動の活性化を図る活動

（7）消費者の保護を図る活動
'○、含f了友里_)宅-f巳》竿Z江舌ｲﾛ主よ多二呂南〃＊"-,二＝誉－1ブ】斗江舌¥T)一同同÷Z声堂交 仔+､＝T71÷遅日+,〃弓､琴舌h

政務活動。

県政との

関連性

判ﾕｰ弟［.しよ型U遥盈千．月I－ lさ画しUノ､I－｣-J△ず国産同T陸｣」 〃ﾕ牢人上ご町し/Lo-(/ﾉ戸TLIW－4つV，LL

ユーマンインタフェースの視点は極めて重要である。最新の技術動向･研究結果を調査し、

関連する部局と議論していく必要がある。

くも､ロ貝｣{又吉只向1､｣1千〃

別添領収書･損丞明細毘諏“

学会費8,000円 2024年1月～2024年3月の3ケ月分

手数料 165円 8,165円×3÷12＝2,04]●円を請求

計 8,165円 倹矛6";)yi!#"13,ﾉ塾禦｡を濯娠）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,041円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出葎 a×b)

2,041円
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お取引を取り消す場合は「取消確認」ボタンを押してください。

1処理状況
二

受付番号1フフフ00ユ受付日時フ､フマ年12月フフロ16時48分取引方法プラウザ…

l取引内容

引落口座

金融機関名ﾐﾂﾋﾞｼﾕｰｴﾌｼﾞｴｲ

支店名ニラ汁ｼｮｳ

科目普涌宿舎

口座番号3566234

受取人名ﾄｸﾋ)ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｴｰ功醗ﾘｶｲ

金額8,000円

引落合計金額8,165円（税込手数料165円）

指定日エ2月フフロ

振込依頼人名ラチシユンイチ

温型･振寶先口座

取消確認
一

戻る



2024年 1月 12日

領収書

良知駿一 様
ヒュ

T600-8815京都市下京区中堂寺粟田町93

京都リサーチパーク6号館3階

TEL:075-315-8475 FAX:075-326-1332

登録番号:T7130005005966

￥8,000

但し、 2024年度学会費(不課税）

上記金額正に領収いたしました。

蚕?蚕､量~＝琴字争一意＝胃.一r秀一

Humm
ifr危産

Sodew

2024年1月12日

特定非営利活動法人

ヒューマンインタフェース学会

事務局

〒600-8815京都市下京区中堂寺粟田町93

KRP(KyotoResearchPark) 6号館3階

TEL:075-315-8475

良知駿一様

書類送付の御案内

拝啓日頃よりヒューマンインタフェース学会の活動に格別のご高配を賜り

誠にありがとうございます。

下記の書類を同封いたしますので、よろしくお取り計らい願います。 敬具

送付書類:請求書納品書見積書壷』Z妻その他

2024年学会費領収書をお送りいたします。
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本法人は､特定非當利活動法人ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ学会と称するﾜ英語表記をHumaninterface

Sccie工yとする。

本浅人は.事務所を京都市下京区中堂寺粟田琿33香地京都'ノサーチバーク6号誼に置く｡

目的及び事業

本蜑人は､ヒューマンインタフェースに携わる者.ヒューマンイン･タフェーズに閏心のある言､及びニューマンイ

ンタフェースを利用する一般消壹者二を対象として､学会誌の発行､シンポジウムや研究会の開催､セミナ

ーや講演等による教育･研究活動事業､他学会との研究交流やヒューマンインタフェースに閨する研究等を

行うことを通して､人にとって使いやすく分かりやすいヒューマンインタフェースの普及をはかり、安全で安心

な社会の実現､学術文化の向上発展に資することを目的とする。尚、ヒューマンインタフェースとは_人と技

術の関わりを対象に､その技術の設計･実現･評価､そして､これを利用する人の生理｡認知･心理･文化･社
会的視点からの科学､及び､これらを取り巻く主要な事象を扱う学問分野である。

この法人は､前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

保健､医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動

学術<文化､芸術又はスポーツの振興を図る活動

情報化社会の発展を図る活動

科学技術の振興を図る活動

経済活動の活性化を図る活動

消實者の保護を図る活動

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に閏する連絡､助言又は援助の活動

本法人は､前条の目的を達成するために､次に掲げる種類の事業を行う。

ヒューマンインタフェースに閨するシンポジウム･研究会･セミナー等の開催

ヒューマンインタフェースに閨する機関誌及び図書の刊行

ヒューマンインタフェースに閨する研究及び調査

優れた研究の奨励及び研究業績の表彰

その他､目的を達成するために必要な事業
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会員

本法人の会員は次の7種とし､正会員と一般会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法｣という｡)上の

社員とする。

正会員本法人の目的事業範囲において､専門の学識又は相当の経験を有する個人

一般会員本法人の目的に賛同して入会し活動を推進する個人

学生会員大学及び大学院又はこれに準ずる学校の在学生

責助会員本法人の目的事業に賛同し､その事業を援助する個人又は団体

購読会員本法人の機閨誌を定期的に購読する個人または団体

名誉会員本法人の目的事業範囲において､正会員の内で特別の功績があり､総会の議決を経て推薦され
た個人

シニアアソシエート総会で別'二定める基準を満たす正会員経験者で､理事会の議決を経て推薦された者

正会員､一般会員､学生会員、賛助会員及び購読会員として入会しようとする者は､別に定める会員の種別

を記載した入会申込書により会長に申し込むものとし､会長は､正当な理由がない限り､入会を認めなけれ

ばならない。

一般会員､賛助会員､購読会員の入会については､特に条件を定めない。

会長は､前項の者の入会を認めないときは､速やかに理由を付した書面をもって､本人にその旨を通知しな
ければならない。

名誉会員に推薦された者は､入会の手続きを要せず､本人の承諾をもって名誉会員となる｡名誉会員となる



場合.三会員と1.,て‘ず｡,身方藍瞬営で繼続葦一号.二とガできる｡。

ﾝ‘ニアアノ〆・二・-1-.に推晨言r!・た者|ま入会i分,手続きを要せず､本人の震諾遙もってﾝ･ニア､アメン,工一i､と;'Z
る，シニアアー:皇.･エートとなる場合､正会員と!_て'尋身分を併せて有専一､ること方できる。

正会員､一般会員、学生会員ゞ寳訪会員及び購読会員になるものは､総会で別に定める入会責を納入しな

ければならない。

正会員．一般会員、学生会員,壹勤会員及び購読会員は､総会で別に定める会費を納入しなければならな

い。

名誉会員は．入会薑及び会費を納めることを要しないcただし．正会員としての身分を継続して有する場合
は､第2項の会費を納入しなければならない。

シニアアソシエートは、入会貢及び会實を納め,ることを要しない｡ただし､新たに正会員としての身分を併せ

て有する場合ぱ、第1項の入会費を納入しなけれ{まならな'， 。また.正会曼とL,での身分を継続して有す愚，

場合iま.第2項の会壹を納入I_なければならなL,。

会員域-次の事由i二よってその資格を喪失ずる。

退会した時

死亡し､若しくは失跨宣告を受けたとき

貢助会員もしくは講読会員である団体が解散したとき

除名されたとき

会員は､会長が別に定める退会届を会長に提出して､任意に退会することができる。

会員が次の各号の－に該当するときは､総会の壹決を経て､会長がこれを除名することができる.この場
合､その会員に対し､弁明の機会を与えなければならない。

本法人の名誉を傷つけ､又は本法人の目的に違反する行為があったとき

本法人の会員として会壹納入を2年以上怠り､催促してもそれに応じない場合

既納の入会金､会費及びその他の拠出金品は返還しない。

一
一
０
」

第8条

２

（
ぜ
）

4

条
心
幻
鋤
鋤
条
条
刀
幻
条

（
割
）
夕
Ｊ
１
、
”
Ｉ
、
ノ
ー
、
〃
Ｉ
、
〔
Ｕ
寺
０
０
〃
！
、
〃
Ｉ
、
局
筌

第
１
１
１

挙
弟
圭
完
雪
幸

役員、評議員及び職員

本法人には､次の役員を置く。

理事10名以上24名以内(うち会長1名､副会長2名以内）

監事2名

理事及び監事は､社員の中より総会にて選任する。

理事と監事は相互に兼ねることができない。

役員の選任については別に規程を定める。

会長は､本法人を代表し､本法人の業務を総理する。

会長以外の理事は､本法人の業務について､本法人を代表しない。

副会長は､会長を補佐し､会長に事故あるとき又は欠けたるときは､会長があらかじめ指名した順序によっ

て､その職務を代行する。

理事は､理事会を組織して､この定款に定めるもののほか､本法人の総会の権限に眉せしめられた事項以

外の事項を議決し､執行することができる。

監事は､本法人の業務及び財産に関し､次の職務を行う。

(1)本法人の財産の状況を監査すること。

(2)理事の業務執行の状況を監査すること。

(3)財産の状況又は業務の執行についての不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実を

発見したときは､これを理事会､総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要があるときは､総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べ若しくは理事会の招集

を請求すること。

本法人の役員の任期は2年とする｡ただし､原則として連続して4年を越えないものとする。

前項の規定にかかわらず､総会で後任の役員が選任されていない場合にかぎり､任期の末日後最初の総

会が終結するまでその任期を伸長する。

補欠又は増員により選任された役員の任期は､前任者又は現任者の残存期間とする。

役員は､辞任又は任期満了後においても､後任者が就任するまでは､その職務を行わなければならない。

理事又は監事のうち､その定数の3分の1を超える者が欠けたときは､遅滞なくこれを補充しなければならな

い。

役員が次の各号の一に該当するときは､理事は理事会における理事現在数の3分の2以上の毒決により＝
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菫事i三鳶圭に為， －ご出濤_､た桂三‘7.,3労｡:？､2と.#上'輯霊溌!=鋲‘ ･ノ ･=r･ .E買牛｜二二' 'gJ ,こ‘ .,寺‘鶚合壽異訶二美誤
一 』 己に熱諄F千一一角

･乃罐差を与貢_割ず．れざな'ちな;, ､‐

IL,身の歌障のたぬ織務,毎訊行'二農えな',と認ぬられるとき

織務上の義務三反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

本法人には､評議員を置く畳

評議員は､理事会の椎蘆する者を会長が委嘱ずる。

評議員は､評毒員会を組織して会長の諮問に応じ章法人の事業の遂行について会昊iご助言する｡また必要
がある場合には、自ら会長に助言する。

評議員の任窮については第1S条の規定を隼用する。この場合､ 『役員｣とあるのは｢評議員｣と読み雪えるも
のとする。

写法人の事業の円滑な運営を図るため､理事会の薑決を経て必要な委員会を置くことができる｡委員会に

閨する規程は、理事会の讓決を経て別に定める。

本法人の事業に閨する事務処理等についてば玖下のようi二宝ぬる．

本法.人の事務を処理するために､所要の職員を置く場合には予め理事会にはかり､会長が薑用契約を行う
ものとする。

本法人の事務処理に閨する業務の一部を外部へ委託する場合には.予め理睾会にはかり､会長が業務委

託契約を行うものとする。

本法人が外部から業務を受託する場合には､予め理事会にはかり､会長が業務受託契約を行うものとす
プ
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第22条会議は､総会､理事会及び評讓員会とする。

第23条総会は社員をもって構成する。

第24条総会は通常総会と臨時総会とする。

2．通常総会は毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。

臨時総会は､次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

3． （2）社員総数の5分の1以上から会讓の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請

求があったとき。

（3）第15条第5項第4号の規定により"監事から招集があったとき。

=25条繍圭霊繋覧辮義"集する｡請求により臨時総会を開くときは請求のあった日から'力月

2警護蕊を縦鯛繋蘇に､その会議の日時場所及び審譲事項を記載した書面又は電礎的
第26条通常総会の毒長は会長とし､臨時総会の議長は会壹のつど出席社員の互選で定める。

第27条総会は､この定款に別に定めるもののぼか､次の事項を壹決する。

（1）事業計画及び活動予算並びにその変更についての事項

（2）事業報告及び収支決算についての事項

（3）財産目録及び貸借対照表についての事項

（4） その他､本法人の運営に閨する重要事項

総会は､社員の現在数の10分の1以上の者が出席しなければ､その議事を開き､議決することができな

第28条い｡ただし､当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の社員を代理人として表決を
委任したものは､出席者とみなす。

2．総会における議決事項は､第25条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

a艤円詞慈艫轆霞鞭霊:謝熱幾舞霊豊窓鰐員の議決権を平等

‘鴬置鯛鰯曾窯黙蔑壼霞窪熱蕊麗員悪罵蕊猿緊艤灘記
第29条総会の簔事の要領及び議決した事項は､全会員に還知する。

理事会は､毎年4回以上会長が招集する｡ただし､理事現在数の3分の1以上又は監事から会議に付すべ
第30条き臺項を示して理事会の招集を請求されたとき､会長はその請求の日から10日以内に臨時理事会を招集

しなければならない。

2． 理事会の議長は会長とする｡ただし､臨時理事会の議長は出席理事の互選による。



菫言余事う軍軍三号･ず規言;二より壹事羽-上.弩栗毛冒矛九.箕･ ･っすﾆﾌ巨考．

理事会I荻．理菫現在数‘J滝壷『刀21り上の言も，,､出震しな:寸一れ,謨讓事を覇舌議保写る三こC:で害ない．,た了二

し、当該簔事につき薑面をもってあらかじめ言志を表宗'_た者は、邑席壱二みなす含

理事会の議事は､出席理事の過半数をもって決L"、可否同数α･とぎは議長の決するところ|こよる。

監臺は理事会に出席し意見を述ぺることができる。

評壼曼会の構成と運営iごついては理事会にあいて別に細貝llを定める｡

総会の蓋三については､次の事項を記載した謹睾録を作成しなければならない。

簔事録には､毒長およびその会壹|こおいて筐'壬された讓事録署名人2名u_こが署名、押印しなければなら
ない参

前2項の規定に閨わらず..正会員全員が薑面又は電磁的記録に上Lj周言の言忌表示をi_たことにより総

会の決議,があったとみなされた場合においては､狸の三項拝記載した議事録を作成しなければならない。

（1）総会の決議があったものとみなされた事項の内容

〈2>前号の事項の提案をL・た者の氏名又は名称

(3)総会の決簔があったものとみなされた日

(4)議事録の作成を行った者の氏名
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資産及び会計

本法人の資産は次のとおりとする。

財産目録記載の財産

入会金及び会費

資産から生ずる収益

事業i二伴う収益

寄付金品

その他の収益

本法人の資産は特定非営利事業に閨する資産のみとする。

本法人の資産は､会長が管理し､その方法は､理事会の毒決を経て会長が別に定める。

本法人の会計区分は､特定非営利事業に閨わる会計のみとする。

本法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は､会長が編成し､総会の議決を経なければならない。

前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しないときは､会長は理事会の議決を経
て､予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を請じることができる｡

前項の収益費用は新たに成立した予算の収益費用とみなす。

予算超過又は予算外の費用に充てるため､予算中に予備費を設けることができる。

予備責を使用するときは､理事会の議決を経なければならない。

予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは､総会の議決を経て､既定予算の追加又は更正をすること
ができる。

本法人の事業報告言､活動計算書､財産目録及び貸借対照表等決算に閏する書類は､毎年事業年度終了
後3ケ月以内に会長が作成し､会員の異動状況書とともに､監事の意見書を付け､理事会の承認を経て､総

会の承認議決を得なければならない。

決算上余剰金を生じたときは､次年度に繰り越すものとする。

本法人の事業年度は､毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

予算をもって定めるもののほか､本法人が資金の借入その他新たな義務の負担が発生する場合は､理事
会の壹決を経なければならない。
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定款の変更及び解散

本法人が定款を変更しようとする時は､総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経､かつ、
法第25条第3項に規定する以下の事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

目的

名称

その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

主たる事務所及びその他の事業所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る｡）

社員の資格の得喪に閨する事項

役員に閨する事項(役員の定数に係るものを除く｡）
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会簔Iこ濁す号,事潰

ぞ獅他"〕妻業を行う場合;こ提:ﾅ畠､そ毎種類ぞ．":,他=諺.そ",:進刀事業'二闇する事事

解散I二閏する事項(残衾財産弱帰言すべき言に．i系ろもの,二隈る。 ）

定款の変更に閨する事項

この法人は､次に掲げる事白により解散する。

総会の決議

目釣とする特定非言矛I|活動にI系る事実の成功の不能

正会員の欠亡

合併

鼓室手続き雷始の決定

所轄庁による設立の認証鋤取,肖し

前項第一|号②事由により三の法..、が解敵するときIま、本蜑,k､の解散は.総会|=お{する出席者数硬;4分･の3吃’
上の議決を経なければならない。

第1項第2号の事由により解散するときは所轄庁の認定を得なければならない。

本法人の解散に伴う残余財産は､総会における出席者数の4分の3以上の議決を経て法11条第3項に掲
げるもののうちに毒渡するものとする。
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第8三公告の方法

第48条懇筈灘患鑑罐雷輔雛う諒宣識雪鶏2鵠：．法第28条の2第

第9三補則

第49条この定款の施行についての規程は､理事会の決議を経て別に定め､総会に報告する。

この定款は本法人の設立の日から施行する。

本法人の詔寺当初の役員は､別表のとおりとする。

本法人の設立当初の役員の任期は､第16条第1項の規定にかかわらず､本法人の成立の日から平成18
年通常総会の日までとする。

本法人の設立当初の会計年度は､第41条の規定にかかわらず､本法人の成立の日からその年の12月3
1日までとする◎

本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は､第36条の規定にかかわらず､設立総会の定めるところに
よる。

本法人の設立当初の入会金及び会費は､第8条の規定にかかわらず､次に掲げる額とする。

正会員

・入会金2,000円

・年会費6,000円

一般会員

・入会金2,000円

・年会費6,000円

学生会員

・入会金2,000円

・年会費3,000円

賛助会員

・入会金0円

・年会費30,000円／口（1口以上）

購読会員

・入会金0円

・年会費12,000円

附則1

附則2

附則3

附則4

附則5

附則6

(1）

(2）

(3）

(4）

ダー､

(◎ノ

但し､任意団体ヒューマンインタフェース学会の会員については入会金を免除する。
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|会員の種類
本会の会員は次のとおりです。

（1）正会員:本会の目釣事業範囲において､専門の学識又は相当の経験を有する個人

（2）一般会員.本会の目的に賛同して入会1-,活動を推進する個人

(3)学生会員;大学及び大学院又はこれに準ずる学校の在学生

(4)責助会員・率会の目的事業に實同し､その睾業を援助する個人又は団1軍

(5)購読会員:本会の機関誌を定期的に講読する個人または団体

（6）名誉会員:本会のヨ鈎睾業範囲において..正会員の内で特別②功績があり､総会の讓決を経て推濤された個人

(7>シニアアソシエート:総会で別に定める基準を満たす正会員経謨者で､理事会の議決を経て推薦された言

吉

|会員特典
当学会の正会員･一般会員･学生会員には、次の特典があります。

・学会誌を2月･5月･8月･1 I月の年4回発刊(冊子)。オンラインにて過去の学会誌を閲覧可能です。 ．

・論文誌を2月･5月･8月，1 1月の年4回発刊(オンラインジャーナル)。また､過去の論文誌掲載論文全てオンラインで閲覧

可能です｡11月に当年1年分の掲載論文が収録されたCD-ROMを配布します。

。本学会の論文誌へ論文投稿が可能です。

本学会の開催するシンポジウム､セミナーへの参加が会員価格で参加可能です。

、研究会購読をお申し込みされた場合は研究会で発表された論文を収録したCD-ROMを1年に1回送付｡また､研究会へ

の参加が無料となります。

、正会員.一般会員は総会に出席して議決権を行使できます。

当学会の購読会員には､次の特典があります。

・学会誌を2月･5月･8月･11月の年4回発刊(冊子)。

・論文誌を2月･5月･8月･11月の年4回発刊(CD-ROM)｡

・研究会で発表された論文を収録したCD-ROMを1年に1回送付。 ．

・購読会員Bはシンポジウム論文集(DVD-ROM)をシンポジウム開催後､送付。

賛助会員の特典は､会費口数に応じて､次のようになっています。

・学会HPへの掲載およびﾘンク

・シンポジウムの聴講の会員扱い･…･ ･･ ･ ･ ･ ･ ･1口あたり1名

・セミナーなどの聴講の会員扱い･ ･･･ ･……･1口あたり1名

・学会誌の無料入手･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･..…. .･ ･･1登録あたり1冊

・研究会資料の無料入手･ ･ ･ ･ ･…..…･･ ･1登録あたり1冊

|入会金
2,000円(入会時初回のみ｡購読/賛助会員は不要）

|年会費

会員種別 I 年会費 ‘ 送付資料
! ,K 8.000円学会誌,論文誌(電子版）

； 12.000円・学会誌,論文誌(電子版),研究報告集(電子版）

正会員･一般会員
・ 17,000円学会誌,論文誌(電子版),国際学術雑誌

21,000円学会誌,論文誌(電子版),研究報告集(電子版) ,国際学術雑誌

学生会員 3,000円学会誌論文誌(電子版）



7.乳;-；弓学会誌.論文誌電子寂・夢・夷霧舌集'電子蹄．

l2，CCI]円字会誌‘論文誌(電子坂> .国際学術雑話

16,000円会誌,論文誌(電子版)‘研究報告集(雪子版).国際学術雑誌

- 12."q円学会誌,論文誌(電子版),研究報告集(電子版）

20.0”円学会誌,論文誌(雪子版).研究報告美(電子版).シンポジウム論文集

300"霊箇学会誌論文誌電子鞭,研寅霜害素電子躯）

購読会員A

講読会員ヨ

質助会員

※201皇↓年1月1日より正会員･一般会員の年会費が変更されました。

|入会申し込み方法
･ FAX｡郵送の場合:入会申込言[皿旦型;÷･ l][pdE]､に必要事項をご記入いただき､事務局までお送り下さい。
。オンライン登録

二三
圭＝二

二÷
二

｜その他注意事項
本学会の会計及び事業年度は毎年1月～12月となり会員は一年分前納を原則とします。
年度の途中で入会される場合も､当該年度分の会壹を納入が必要となります。
この場合､学会誌は当該年度の第1号(2月号)からお送り致します。



様式第1－2号

＝喜司F草~ﾆｰﾜ司

書 (各種団体会費）支出証拠

仏堅 議員氏宅

経費項目 扇罰莞罰･研修費

内 容 電子情報通信学会会費(鰊陵ﾙ森分）

年月 日 令和6年4月 1日～令和7年3月 31日 金 額 13,000円

超L百・

目 的

ｰ｡ ■一一一■ ■ ｰ宅－56軒 ﾛFーーロー■ ロゴ一F 一己 U ■■ 一再q ■= ■菅 ■－4 " ロジー■ ー ー ■ ■ F■ 一一=一一＝ー ■ ー F ー ■ ■ ■■

技術および関連事業の振興に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

イ．機関誌の発行

ロ．電子工学および情轆重信に関する講演会，討論会，講習会および見学会等の開催

ハ．電子工学および情輻邑信に関する学術の調査研究

二．電子工学および情報通信に関する規格およひ標準の制定

ホ．電子工学および情報通信または関連事業に関し功績ある者の表彰

へ．電子工学および情報通信に関する学問技術の奨励および普及事業

ﾄ．電子工学および情錨重信に関する専門図書および雑誌の刊行

チ．その他目的を達成するために必要な事業

政務活動．

県政との

関連性

唾1ﾉlりこ･'十乏ノノー"ﾛ上界江｡疋戸ソも〕YｰJ,市Y一・月又おIUノ1月千Ⅸ江天川~‐ノL野ロ、』と』､＝〃凸αノも】。 ｜同君又シグヘノー、

の幅広い知見を仕入れるに当たり、当学会への入会は有効であると考える。

く、、貝H又吉只白1,｣午F〃＞

別添領収書吏祁

212ﾁ年度雪年会費： 13,000円

.

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

13,000円

案分率(b)

／

100％

塁q刀T口割具一! Ⅱ !口晁、qク､リノ

13,000円



領収書

No． 2023-1909281

~窪一 一一日付2024/01/22

良知駿一様

(正員:■■■）

一般社団法人電子情報通信奉對

105-0011東京都港反妻公園3-5-8機械振興会館

TEL:03-3433-6691 FAX:03-3433-6659下記の通り、領収致しました。

合
台＝’

百T 13,000円

品 名 課税区分数量 単価 消費税 金額 備 考

基本年会費（2024年度） 不課税 1 13,000 0 13,000

（良知駿一様分）
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備考：

1．金額抹消訂正は無効

2．社印あるいは代表者印なきものは無効

3.基本年会費及び追加ソサイエデイ登録賀は不課税､購読オプション費は課税（10％）となります｡

4.事業著耆録番号:T6010405010414



－

ソサイエティ・支部 研究会 大会 ｲべﾝﾄ･事業 論文誌 寄付･公募・求人 称号･表彰・寅 学会について MENU-=-

TOP＞1＝ ，､▲， 弓挙 ・ 『 ､－ －E = 1 一h

z唾z年瓜一z、壁面 5一三
孚生貝

、会頁副引ギャンペーン
ー個人会員年会費等について

年会費一覧（当年4月～翌年3月）

ー

購読オプション費

大会講演論文･国際会議講演論文（ｵﾝﾗｲﾝ版）

基本年会費
会員種別 I 入会金 ’

正員寸－－面面祠(1つのｿｻｲｴﾃｲ登録黄が含む）l3,000円！

追加ソサイエティ登録費I

3,850円3,500円
一－－－－－－

i 学生員 i o円! (通常の年会買 3,850円I

’一一一一一一一－一一一一一一一一一－

1ジｭﾆｱ会員I o円!
1

0円！ 3,850円0円i

ｹ:2023年度､ 2024年度ｷｬﾝべｰﾝにより､会員が涜謂となっておりますc

1

1各種割引

年会貿等に対する各種割引制度は､個別に理事会で認めた場合を除いて､基本年会費のみに適用するものとし､会員にとって最も有利な割引1つだけ

が適用されます。

･入会金免除：関連学会(電気学会､照明学会､映像情報ﾒヂｨｱ学会､情報処理学会､日本機械学会､大韓電子工学会〉に在籍の方で､入会申謂

時に存今評明言(PDF)を提出することで､本会入会金が免除となりま夷

・昇格割引:学生員（博士課程除く)は正員昇格後､2年間の会費が半額免除されま式

・会費減額：当該年度において年齢が満65歳以上で､かつ継続しての在籍年数が20年以上の者が年金以外に収入がなく､本人がﾕ1月末日までに申請

した場合は､理事会の承認を得て翌年度から3pOOO円の基本年会賀が減額されます。申請は､ﾏｲぺｰゾからお願いします。

・会費免除：当該年度において年齢が満70歳以上の者で､継続しての在籍年数と年齢の和がllOに達し､本人がll月末日までに申請した場合は､

理事会の承盟を得て翌年度からの基本4年会費を免除する｡なお､該当する会員を終身会員と称し､その証として正員（終身）等と記した会員証

を贈呈する｡ただし、申請時に当年度基本年会費の未納があってはならない｡なお､会誌（冊子体)は､希望する終身会員に対して有償（年額

3DOOO円）で配布することとする｡

･罹災割引：災害罹災を含め､その他特別の事情がある場合は､理事会の承認に基づき年会費等の減額あるいは免除をすることがありま式

I支払い方法
I

①銀行振込:下記口座にお振込みください｡お振込みの際には､会員番号及び会員様氏名をお知らせください｡なお､振込手数料は会員様負担とな

りま灸会員の皆さまにはご負担をおかけしますが､何卒ご理解賜りますようお辰い申し上げま式

・ゆうちよ銀行（郵便局）店番Oﾕ9

当座預金 00120-0-35300 口座名:一鰐*+研洪人電子情報通信学会

諜払込用紙を利用した現金での年会賀ご納入には別途llO円のゆうちよ銀行手数料が発生いたしますのでご留意くださいc

･三菱U円銀行本店普通預金7636769

口座名:一般社団法人電子憎報通信学会会費口

口座名義(カナ） :ｼｬ)デンシジョウホウツウシンガッカイ

振替用紙以外の方法で振り込まれる場合や会社名義等でまとめて送金された場合,当方では送金の内訳が全く判らず処理できません（金融機関に支

払いの詳細を通知されましても本学会には届きません)｡従いまして,下記の口座に複数科目を一括で振り込む場合は､送金の詳細をWEBのフォーム

から本会宛に必ずお知らせくださいますようお願い致しま魂

I

WEB

②WEB決済(ｸﾚジｯﾄｶｰ､ｺﾝピﾆ支払い) :決済ｼｽﾃﾑは,ベリトランス株式会社に業務委託しています.ﾏｲペｰジにｱｸｾｽし､左

ﾒﾆｭｰにある｢WEB決済」から手続きをお願い致します。ｸﾚジｯﾄｶｰドは､ UC, MasterCard, VISA、 JCB､ AmericanExpressがご利用頂け

ま宝また、銀聯カードにも対応しておりま式

髪ｸﾚジｯﾄｶｰド決済ホﾀﾝをｸﾘｯｸしても決済メニューが出ない場合



一般社団法人電子情報通信学会定款
(平成23年5月28日第85回通常総会議決）

（平成24年10月18日臨時社員総会変更）

（平成28年6月2日定時社員総会変更）

第1章総 則

(名称）

第1条この法人は,一般社団法人電子情報通信学会（以下,

「本会」という。） と称する。

(代議員制）

2，本会の社員は,概ね正員および正員であった名嘗員(以

下． 「正員等」という｡）総数の300分の1の割合を

もって選出される代雛員をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（以..ド． 「法人法」という｡）

‐上の社員とする。 （端数の取扱いについては．理事会

で定める｡）

3．代議員を選出するため，正員等による代議員選挙を行

う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会にお

いて定める。

4．代議員は，正員等の中から選ばれることを要するc正

員等は.前項の代議員選挙に立候補することができる。

5． 第3項の代議員選挙において，正員等は他の正員等と

等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事

会が代議員を選出することはできない｡

6． 第3項の代議員選挙は．毎年3月までに実施すること

とし． 代議員の任期は． 4月1日から翌年3月31日

までの1年とする。ただし．代議員が社員総会決議取

消しの訴え，解散の訴え，責任追及の訴えおよび役員

の解任の訴え（法人法第妬6条第1項， 第268条，第

278条． 第284条） を提起している場合（法人法第

278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている

場合を含む｡）には， 当該訴訟が終結するまでの間，

当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は．

役員の選任および解任(法人法第63条および第70条）

並びに定款変更（法人法第146"についての議決権

を有しないこととする)．

7．代議員に欠員力註じた場合には速やかに．補欠の代議員

を選挙することができる。補欠の代議員の任期は，任期の

満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとするc

8．正員等は，法人法に規定された次に掲げる社員の権利

を,社員と同様に本会に対して行使することができる。

イ．法人法第14条第2項（定款の閲覧等）の権利

ロ．法人法第32条第2項（社員名簿の閲覧等）の権利

ハ．法人法第57条第4項(社員総会の議事録の閲覧等）

の権利

二．法人法第50条第6項（社員の代理権証明書面等の

閲覧等）の権利

ホ．法人法第51条第4項および52条第5項（議決権行

使書面の閲覧等）の権利

へ．法人法第1羽条第3項（計算書類等の閲覧等）の権利

卜．法人法第229条第2項（清算法人の貸借対照表等の

閲覧等）の権利

チ．法人法第246条第3項，第250条第3項および第

256条第3項（合併契約等の閲覧等）の権利

9． 理謝fおよび監事は,その任務を怠ったときは，本会に対

し、 これによって生じた責任を賠償する責任を負い．法

人法第112条の規定にかかわらず， この責任は．すべて

の正員等の同意がなければ免除することができない。

(事務所）

第2条本会は，主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章目的および事業

(目的）

第3条 本会は．電子工学および情報通信に関する学問，技術の

調盗，研究および知識の交換を行い． もって学問，技術

および関連事業の振興に寄与することを目的とする。

(事業）

第4条本会は.前条の目的を達成するため.次の事業を行うc

イ．機関誌の発行

ロ．電子工学および情報通信に関する識寅会．討論会，講

習会および見学会等の開催

ハ．電子工学および情報通信に関する学術の調査研究

二.電子工学および情報通信に関する規格および標準の

制定

ホ．電子工学および情報通信または関連事業にl測し功績

ある者の表彰

へ．電子工学および情報通信に関する学問，技術の奨励

および普及事業

卜．電子工学および情報通信に関する専門図書および雑

誌の刊行

チ．その他目的を達成するために必要な事業

2．前項の事業は,本邦および海外において行うものとする。

第3章会 員

(法人の構成員）

第5条本会に次の会員を置く。

イ．名誉員電子工学および情報通信に関する学問，技

術または関連事業に関し特別の功績があ

り理事会の決議を経て推薦された者

ロ．正員電子工学および情報通信に関する専門の学

識を有し、 またはその技術に相当の経験を

有する個人で，本会の目的に賛同する者

ハ．学生員電子工学および情報通信に関係ある課程を

置く学校で,この課程を履修する在学生で．

本会の目的に賛同する者。ただし，大学院

の在学生は正員もしくは学生員となるこ

とができる。

二．特殊員本会の目的に賛同し，個人以外の名義で入

会する者

ホ．維持員本会の行う事業を援助するため入会する個

人または団体で，理事会の決議を経て推蘆

された者

1



2．委員会等の委員は.会員および学識経験者のうちから．

理守嶮が選任する。

3．委員会等の任務構成．運営に関し必要な事班は，理

事会の決誰により別に定める。

(議事録）

第35条理事会の議事については,法令で定めるところによ'7．

議事録を作成する｡

2． 出席した会長．次期会長および監堺は．前項の誰調録

に記禍押印する、

第10章事務局

第7車資産および会計

(事業年度）

第36条本会の事業年度は．毎年4月1日に始まり翌年3H31
LJに終わる。

本会の事務を処理するため． 事務局を設置する。

事務局には，事務局長および所要の職員を置く。

事務局長および飛要な職員は． 会長が理事会の承認を

得て任免する。

事務局の組織および運営に関し必要な事噸は． 会長が

理事会の決議によりy|｣に定める。

条
２
３

鰹節

(事業計1曲iおよび収支予算）

輔37条本会の事業計画書および収支予算書については．毎事

業年度の開始のHの前日までに． 会長が作成し、理事

会の承認を受けなければならない。これを変更する場

合も． 同様とする。

2．前項の書類については．主たる事務所に． 当該事業年

度が終了するまでの間備え置くものとする。

4

第ll章公告の方法

(公告の方法）

第45条本会の公告は， 電子公告により行う。

2．事故その他やむを得ない事lilによって前頭の電子公告

をすることができない場合は， ′自報に掲載する方法に

より行う。(事業報告および決算）

第38条本会の事業報告および決算については．毎事業年度終
了後，会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた

上で．理事会の承認を受けなければならないぃ

イ．事業報告

ロ．事業報告の附属明細書

ハ．貸借対照表

二．損益計算書（正味則･産増減計算書）

ホ．貸借対照表および損益計算書（正味財産姻減計算

書）の附属明細書

2．前項の承認を受けた書類のうち， イ号．ハ号． 二号の

各書類については．定時社員総会に提出し, イ号の書
類についてはその内容を報告し、その他の書類につい

ては承認を受けなければならない。

3． 第1項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に5年
間備え置くとともに，定款．社員名簿を主たる事務所

に備え置くものとする｡

イ．監査報告

第12章補 則

(委任）

第46条この定款に定めるもののほか，本会の運営に必要な事

項は、理事会の決議により別に定める。

附 則 .

l. この定款は．一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121

条1項において読み替えて準用する同法第lO6条第1項

に定める一般社団法人設立の登記の日から施行するc

2．本会の設立当初の役員は，第23条および第26条の規定

にかかわらず，次の通りとする。

会 長

業務執行理事

(剰余金の処分制限）

第39条本会は．剰余金の分配を行うことはできない。

第8章定款の変更および解散

(定款の変更）

第40条この定款は．社員総会の決議によって変更することが
できる。

監 事

3．一般社 オl洲法人に関する法禧

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律第121条1項におい

て読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民

法法人の解散の登記と，一般社団法人の設立の登記を行

ったときは，第36条の規定にかかわらず．解散の登記

の日の前日を事業年度の末日とし，設立の登記の日を事

業年度の開始日とする。

この定款の施行後最初の代議員は，第5条第2項から第

7項と同等の方法で予め行われる代議員選挙において最

初の代議員予定者として選出された者とする。

(解散）

第41条本会は，社員総会の決議その他法令で定められた事由
により解散する。

(残余財産の帰属）

第42条本会が清算する場合において有する残余財産は，社員
総会の決議を経て，公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は

国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

4

附 則

本定款の変更は．臨時社員総会（平成24年10月18日）

の終結後施行する。

附 則

平成28年6月2日定時社員総会における本定款の

変更は． 同定時社員総会の終結後，施行する。

第9章委員会等 1

第43条本会の事業を推進するために必要あるときは．理事会
の決議により．委員会必要な地域に支部必要な活

動分野毎にソサイエテイ （以~F,委員会等という）を

置くことができる。

1

4



(会員の資格の取得）

第6条本会の会員になろうとするものは‘理事会の定めると

ころにより申込みをし．その承認を受けなければなら

ない。

2．理事会において名讐員に推駕されたものは, _前項の申

し込みを要せず,本人の承諾をもって会員とする。

第7条会員は．所定の機関誌の配布を受けることができるc

(開催）

第15条社員総会は，定時社員総会として毎年l lpl,会計-年度

終了後3ケ月以内に開催するほか，必要がある場合に

開催する。

(招集）

第16条社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き．理

事会の決議に基づき会長が招集する。

2．総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代

読貝は．会長に対し，社員総会のH的である事項およ

び招集の理巾を示して．社員総会の招集を請求するこ

とができるc

(経費の負担）

第8条会員は，本会の事業活動に経常的に生じる衝用に充て

るため，会員になった時および毎年‘規ﾛllで定める額

を支払う義務を負う。

(議長）

第17条社員総会の議長は，会長がこれに当る。

(任意退会）

第9条会員は，理事会において別に定める退会届けを提出す

ることにより，任意にいつでも退会することができる。

(議決権）

第18条社貝総会における議決椎は，代談貝1名につき1個と

する･

(除名）

"10条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは．社員

総会の決議によって当該会員を除名することができ

る。この場合において，当該会員に対し、 当該社員総

会の日から1週間前までにその旨を通知し，かつ，社

員総会において弁明する機会を与えなければならな

い。

イ． この定款その他規則に違反したとき

ロ．本会の名誉を傷つけ．又は目的に反する行為をした

とき

ハ．その他除名すべき正当な事由があるとき

2．前項により除名が決議されたときは， 当該会員に通知

するものとする。

(決議）

第l9条社員総会の決議は．総代議員の議決数の過半数を有す

る代議員が出席し， 出席した当該代議員の議決権の過

半数をもって行う。

2．前項の規定にかかわらず，次の決議は．総代議員の半

数以上であって．総代議員の議決権の3分の2以上に

当たる多数をもって行う。

イ．会員の除名

ロ．監事の解任

ハ．定款の変更

二．解散

ホ．その他法令で定められた事項

3．理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては．

各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならな

い。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定め

る定数を上回る場合には．過半数の賛成を得た候補者

の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者

を選任することとする。

(会員資格の喪失）

第11条前2条の場合のほか，会員は，次のいずれかに該当す

るに至ったときは．その資格を喪失する。

イ．第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき

ロ．全ての会員が同意したとき

ハ．当該会員が死亡し、 または会員である団体が解散し

たとき

二．成年被後見人または被保佐人になったとき

2．代議員たる会員が，前項および第9条，第10条の各

項により， 会員たる資格を喪失したときは，代議員た

る地位を喪失する。

第12条会員は、退会しまたは除名された場合， あるいは前条

により会員資格を喪失した場合．既納の金銭物件の返

還を要求することはできない。

(議決権の代理行使・書面決議）

第20条社員総会に出席できない代議員は，他の代議員を代理

人として社員総会の議決権を行使することができる。

この場合において， 当該代議員は社員総会ごとに代理

権を証明する書面を提出しなければならない。

2．社員総会の決議について，書面により議決椎を行使す

ることができるとしたときは．代議員は，議決権行使

書面を所定の方法により提出しなければならない。

3．第1項および第2項の場合における第19条（決議）の

規定の適用については．その代議員は出席したものと

みなす。

第4章社員総会

(構成）

第l3条社員総会は．すべての代議員をもって構成する。

(権限）

第14条社員総会は．次の事項について決議するc

イ．会員の除名

ロ．理事および監事の選任又は解任

ハ．理事および監事の報酬等の額またはその規程

二．貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算

書）の承認

ホ．定款の変更

へ．解散および残余財産の処分

卜． その他社員総会で決議するものとして法令又はこの

定款で定められた事項

(議事録）

第21条社員総会の議事録については．法令で定めるところに

より．議事録を作成する。

2．議長および議長が指名する出席者2名以上が前項の議

事録に記名押印する。

第5章役 、員

(役員の設置）

第22条本会に，次の役員を置く。

イ．理事 20名以上30名以内

ロ．監事 2名以内

2



2．理事のうち1名を会艮． 1堀を次期会長4堀以内を

Ell会長とする．

3．前攻の会長および次期会長をもって法人法上の代表理

事とする。

4．会長および次期会長以外の理事を法人法上の業務執行

理事とするP

(競菜利益相'又取引の制限）

鮪29条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は．その取

引についての重要な事実を開示し，理事会の承認を得

なければならない。

イ.＝自己または第三者のためにする本会の事業の部類に

属する取引

ロ． 自己または第三者のためにする本会との取引

ハ．本会が理事の債務を保証すること

二． その他理事以外の者との間における本会とその理事

との利益が相反する取引

2．理事会の承認を得て前項の取引をした理事は．その取

引後．遅滞なく． その取引についての望要な事実を理

事会に報告しなければならない

(役員の選任）

第23条理事および監事は.社員総会の決議によって選任する。

2．会長． 次期会長および業務執行理事は，理事会の決議

によって理事の中から選定する唇

3．本会の理事のうちには，理事のいずれか1人およびそ

の親族その他特殊の関係がある者の合計数が．理事総

数（現在数）の3分の1を超えて含まれることになっ

てはならない。

4．本会の監事には，本会の理事（親族その他特殊の関係

がある者を含も｡）および本会の使用人が含まれてはな

らない。また．各監事は，相互に親族その他特殊の関

係があってはならない。

(役貝の本会に対する損害賠償責任の一部免除）

第30条第5条第9項の規定にかかわらず．本会は．役員がそ

の任務を怠ったことによる損害の賠償責任について，

善意でかつ重大な過失がない場合においては．理事会

の決誰により．賠償責任額から法人法に定める最低責

任限度額を控除して得た額を上限として免除すること

ができる、(理事の職務および権限）

第24条理事は．理事会を構成し，法令およびこの定款で定め

るところにより，職務を執行する。

2． 会長および次期会長は，法令およびこの定款で定める

ところにより，本会を代表し，その業務を執行し、業

ゞ 務執行理事は，理事会において別に定めるところによ

り，本会の業務を分担執行する修

3．会長，次期会長および業務執行理事は．毎事業年度に

4ケ月を超える間隔で2回以上， 自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならないc

第6章理事会

(構成）

第31条本会に理事会を置く。

2．理事会は，すべての理事をもって構成する。

(職務と権限）

第32条理事会は． この定款に別に定めるもののほか， 次の職

務を行うシ

イ．本会の業務執行の決定

ロ．理事の職務の執行の監督

ハ．会長，次期会長および他の業務執行理事の選定およ

び解職

二．規則の制定．変更および廃止

ホ．社貝総会の日時および場所ならびに目的である事項

の決定

(監事の職務および権限）

第25条監事は．理事の職務の執行を監査し，法令で定めると

ころにより，監査報告を作成する。

2．監事は， いつでも、理事および使用人に対して事業の

報告を求め． この法人の業務および財産の状況の棡査

をすることができる。

(招集）

第33条理事会は．会長が招集し，議長は会長とする。

2．会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，次期

会長力理事会を招集し，議長を務める。

3．会長あるいは前項次期会長(招集権者)以外の理事は．

招集権者に対し，理事会の目的である事項を示して．

理事会の招集を請求することができる。

4．前項による請求があった日から5日以内に，その請求

があった日から2週間以内の日を理事会の開催日とす

る理事会の招集の通知が発せられない場合には，その

請求をした理事は，理事会を招集することができる。

(役員の任期）

第26条理事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度の

うち鎧終のものに|判する定時社員総会の終結の時まで

とする。

2．監事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

とする。

3．補欠として選任された役員の任期は，前任者の任期の

満了する時までとする。

4．理事又は監事は，第22条に定める定数に足りなくな

るときは，任期の満了又は辞任により退任した後も，

新たに選任された者が就任するまで． なお理事又は監

事としての権利義務を有する。 (決議）

第34条理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有す

る理事を除く理事の過半数が出席し，その過半数をも

って行う。

2．前項の規定にかかわらず，理事が理事会の決議の目的

である事項について提案をした場合において，その提

案について議決に加わることができる理事の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

（監事がその提案について異議を述べたときを除くc)

は，その提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなす。

(役員の解任）

第27条役員は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等）

第28条役員は，無報酬とする｡ただし．常勤の役員に対し

ては，社員総会において別に定める総額の範囲内で．

社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に

従って算定した額を報酬等として支給することがで

きる。

３



様式第1－2号

－軍~三冒司

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじの<に県民クラブ・良知駿一）秒

…番号

経費項目 願罰莞冒･研修費

内 容 人工知能学会会費 （師'1振り）

年月 日 令和6年4月 1日～令和7年3月 31日 金 額 10,000円

会の趣旨.

目 的

八一L"1月EILlaツ●佃汀ﾂ厄(ﾉﾉ廷辰ど大'1同頭(ﾉﾉ言及〆lxIリ， bつL子1ﾉ|W・土又1ﾉ|WﾉよbU,1－1生未． 1二L云Uﾉ元ﾉ表ヤー宥丁

与することを目的とする。

会の活動

内容等

2.学会誌，論文誌その他の刊行物の発行

3.研究の奨励及び研究業績の表彰

4.研究及ひ調査

5.国内外の関係学術団体との連絡及び協力

6.その他， この法人の目的を達成するために必要な事業

政務活動．

県政との

関連性

並エヰ、様々な分野におい~〔人_L知龍IA｣ノか沽用ごれつつめ勺。人1-1ﾘ或少…ぐほごbな

る人工知能の活用が必要であり、県政においても得られた知見を生かしたい。

、ロ貝Mx吉只向1,｣午F."少

別添領収書 ぅ毒"向据。

2024年度＝費:10,0〔)0円

案分の理由

全て政務活動費にかか

るものである。

態 反書金額(a)

10,000円

宋力寺ﾕtDノ

／

100％

ユヨカ1口＝｣具へ円閣、q〃、Uノ

10,000円
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431-1304

静岡県浜松市浜名区細江町中川7172-698
ル101

良知駿一事務所

ラトゥー

良知

会員

良知駿一様

~磯……建蕊雲〒162-0821東京都新宿区津蟹
OSビﾙ402号菫三

Email:……@ai鶯竪I

件名:2024年度年会費

お支払い日

お支払い方法

2024年2月1日

クレジットカード決済（1回の

み）

金額 10，000円

上記、正に領収いたしました。

(不)不課税

品目 単価 数塁 請求金額

年会費

年会費 （不) | ]0,o00円’ 、 10'000円

会員調整額 0円

請求計 豐額 0円

ハニ！
[コロI 10,000円



霊

1 ノー婆社団,芸人

，Z瀞人工知能学会鯵、‘
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Home>》人工知能学会について”入会案内

入会案内

一般社団法人人工知能学会入会のお勧め

人工知能学会はﾕ986年7月に発足し， 1990年9月に社団法人に，さらにZO13年4月1日に一般社団法人に移行

した，会員数約5'ZOO名(2020年3月末現在)の学会です．

人工知能に関する学際的学問研究の促進をはかり，会員相互間および関連学協会との交流の場を提供することを

通じて，わが国のこの分野の学問と産業の進歩発展に貢献するとともに，国際的活動を通して世界のこの分野の

進歩に貢献することを目的としています．

人工知能の基礎理論としての論理学，言語学，心理学，認知科学から，知識情報処理の墓盤としての知識の表

現，獲得，学習，推論，さらには知識ベース・システム，ナレッジマネジメント，エージェント，音声対話や画

像の理解，マルチメディア処理，インタフェース，自然言語理解などの研究，そしてWebインテリジェンス，

e-Learnin9,e-Business,セマンティックWeb,バイオインフオマテイツクスなどの分野への応用にいたるま

で，人工知能に興味をお持ちの方はぜひ本学会にご入会下さるようお勧めいたします．

人工知能学会の活動内容

現在の活動内容および今後の予定は次の通りです．

1.人工知能学会誌を年6回，人工知能学会論文誌を｣-sta9eに公開しています．会員からの投稿論文と人工知

能にかかわる墓礎から応用までの様々な分野の専門家による解説講座などを主な内容とします．

2.全国大会と国際ワークショップを年1回開催しています．

3.研究会（各研究会についてはこちらをご覧ください． ） ，シンポジウム，セミナー，講演会などを開催し

ています．

4.関連学術団体の開催する各種イベントなどへの共催・協賛・後援による学会活動の活性化と多様化を推進

しています．

5.研究の奨励及び研究業績の表彰のため，功績頁／功労賞／業績員／論文賞／現場イノベーション員／研究

会優秀員／全国大会優秀員／フェロー章の選定を行っています．

6.海外の学会との交流や国際会議の開催をはじめとする国際活動を行っています．

/会員の種別と会費

会員の種別は、次のとおりです。

ﾕ.正会員：本学会の目的に賛同する個人

Z.学生会員：学生であって、本学会の目的に賛同する個人（大学院博士課程在学者を含む）

3.賛助会員：本学会の事業を援助する個人または団体

4.特殊購読会員：本学会の目的に賛同し、本学会の発行する会誌を広く閲覧するために定期購読する図書館

などの団体

会貢年額および入会金、次のとおりです。



鴛' ""鷆鵜, i熱… ”＝ ”蝿爾”礒虹知篭薄魯ﾐ課税) 15,O00円{税込）
The｣f"6両床識IorARIficiaI In鱈Ⅲ9encs入会全 2,000円(不課税）

ただし、満65歳以上であって在会ZO年を経過する正会員は永年会員申請をすることができます（毎年11月末締
玲、

理事会での承認後、次年度からの年会費を5,OOO円に減免させていただきます（会員特典等は正会員と同じで

す） 。

詳細はこちらをご覧ください。

会員の特典

当学会の個人会員には，次の特典があります.入会月以降,特典を利用できます.

ユ.人工知能学会誌を毎号お送りします．また，同学会誌の電子版記事へのアクセス権を付与します．

Z.本学会の開催する全国大会、研究会などへの参加および研究発表と、学会誌への論文投稿ができます。

（論文誌への投稿論文は、本学会の会誌編集委員会で査読を行った後、電子論文誌｣-stageに掲載されま

す）

3．本学会が主催、共催または協賛するセミナー、講演会などすべての行事に参加することができます。 （参

加費などを必要とする場合には、会員料金が適用されます）

4．本学会の関係する出版物の購入に際して、優先的に便宜がはかられます。 （会誌研究会資料、全国大会

論文集セミナーテキストなどのバックナンバー購入の際には、会員料金が適用されます）

5.正会員のうち、役員と代議員は、総会に出席して議決権を行使できます。

賛助会員の特典は，会費口数に応じて，次のようになっています．入会月以降，特典を利用できます．

・代議員の推薦・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5口あたり1名

･全国大会の聴講の会員扱い・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1口あたり5名

・セミナー･AIツール入門への参加の会員扱い

・学会誌の無料入手・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1口あたり2冊

・研究会資料の無料入手・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1口あたり1冊

（各研究会の登録により別途購入もできます）

･学会誌､研究会資料､セミナーテキスト､全国大会論文集､

人工知能ハンドブックなどバックナンバーの割引購入・ 1割～5割

・人工知能学会メーリングリストに自社の人材募集・インターン|胄報の配信

各年度の年会費は原則として前納していただくこととしています．毎年2月に次年度の年会費の請求を電子メー

ルでお知らせします（会員管理システムSmoosyの会員マイページで請求書PDFをダウンロードできます) .年

度初めまでに年会實の納入をお願いします．年会費を滞納された場合，その滞納期間中に各会員種弱りに対する特

典の－部またはすべての提供を停止する可能性があります．提供を停止した特典は，滞納された年会費の入金が

確認した時点以降再開いたしますが，停止した期間の特典を補償することはありません．また，特典の提供を停

止したことに基づく年会員の減額もいたしませんので，ご承知おきください．

研究会登録

第一種研究会にメンバー登録することで同研究会が発行する研究会資料をエンバーゴ期間（研究会資料発行後1

年間）でも登録メンバーとして閲覧できます．登録メンバーの個人会員には，研究会資料が郵送されるととも

に，エンバーゴ期間中も｣-Stageで閲覧が可能になります．特殊購読会員は研究会資料郵送のみです．第一種研

究会晉禄料（年間）は以下の通りです．



会員の種別と会費

会員の種別は、次のとおりです。

1．正会員：本字会の目的に寶同する個人

2.学生会員：学生であって、本学会の目的に實同する個人（大学院博士課程在学者を含む）

3.寶助会員：本字会の事業を援助する個人または団体

4.特殊購読会員1本学会の目的に實同し、本学会の発行する会誌を広く閲覧するために定期購読する図書館

などの団体

二言

会費年額および入会金、次のとおりです。

会員種別 正会員 学生会員 寶助会員 特殊購読会員

年会費 10,000円(不課税） 4,000円(不課税） 80,000円/口(不課税） 15,000円(税込）

入会金 2,000円(不課税） 1,000円(不課税）
＝＝一＝= . -‐一 一二＝兵一三吉二一一‐テーー二軍一三＝一三二一＝一ニーーーニーー＝亨二一二一~軍曹＝ニニニデ予 鈴三芳一二号＝二＝も三三三豆馬二＝三二＝雷一＝＝.ニーーニーニニﾆｰｰｰ･麓麓毘＝二二一弓-章

ただし、満65歳以上であって在会20年を経過するT下会員は永年会員申請をすることができます（毎年11月末締

め） 。

理事会での承認後、次年度からの年会實を5,000円に減免させていただきます（会員特典等は正会員と同じで

す） 。

詳細ばどちらをご覧ください。



羅謹雪惑,次の職務を行う
勾一へ一些圭士ム品一一も÷声

.L，zド､＝14ﾉ宋d方やL1」Lノノ〆入迄

2.理事の職務の執行の監督

3.会長及び副会長の選定及び解職

（招集）

第32条理事会は，会長が招集する．

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，副会長が理事会を招集する．

（議長）

第33条理事会の議長は，会長がこれに当たる．

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，副会長がこれに当たる．

（決議）

第34条理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し，その過半

数をもって行う．

2理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において，当該事項について決議に加わるこ

とのできる理事の全員が，書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，当該提案を可決する旨の理

事会の決議があったものとみなす．ただし，監事が当該提案について異議を述べたときを除く．

3理事又は監事が理事及び監事の全員に対し，理事会に報告すべき事項を通知した場合においては，その事項

を理事会に報告することを要しない．

4前項の規定は，第25条第4項（3カ月に1回以上の職務執行状況の報告）の規定による報告には適用しない

（役員の理事会に対する報告の省略） ．

（議事録）

第35条理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．

z出席した会長，副会長及び監事は，前項の議事録に記名押印する．

◆第7章資産及び会計

（事業年度）

第36条この法人の事業年度は，毎年4月ユ曰に始まり翌年3月31日に終わる．

（事業計画及び収支予算）

第37条この法人の事業計画書及び収支予算書は，毎事業年度の開始の日の前日までに，会長が作成し，理事

会の承認を受けなければならない． これを変更する場合も，同様とする．

z前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする．

（事業報告及び決算）

第38条この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，会長が次の書類を作成し，監事の監査

を受けた上で，理事会の承認を受けなければならない．

1.事業報告

2.事業報告の付属明細書

3.貸借対照表

4.正味財産増減計算書

5.貸借対照表及び正味財産増減計舅書の付属明細書

6.財産目録

へ

V



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）光

轄理番号 与一9

経費項目 調査研究費･研修費･阪爾扇圖･雰識|禁識鯖･会議費･資料f賊費･資繩荷入費･事務費･詞銅漬･人件費

内 容 ﾎｰﾑペｰジの運用(締｡‘誇月~御'跨洲〃ケ㈱
′

年月 日 令和6年5月 1日～令和7年3月 31日 金額 12,251円

目的
昌盈一一一I、、 h目＝Jー私肖"~jｰ昔＝~〆厚司 一・ 管一DjU一B〃､

使途
d 』戸』 ‐一一叩p澤J判へ

政務活動・

県政との

関連性

且Tも氏ILJ古里U乞人ム羊艮9つノーノレとし'L

＜､冠貝M又言貝占1丁ｲ半＞

別添請求書・振込受付書参

202匁05～2025の4で、

13,200円十振込手数料165円＝13,365円

そのうち202"05～2025/03分の支出誼処耆を提出する。

13,365円×11/12月=12,251円 （戒め|篠／, /'ﾁF1 J"ﾕｹ/'ｻ,祇吟充淘:)

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

12,251円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

12,251円



お取弓|を取り消す場合【ま「取消確認｣ボタンを押してください．

:処理状況

垂 受付番号0206001受付日時2024年02月06B12時07分取引方法ブラウサ

l取引内容

引落口座

金融機関名ﾊﾏﾏﾂｲﾜﾀｼﾝｷﾝ

支店名ナカガヮ

科目普通預金

口座番号2006830

受取人名ｼﾝｶｲﾄｼｶｽﾞ

金額13，200円

引落合計金額13,365円（税込手数料165円）

指定日02月06B

振込･振雪先口座

振込依頼人名ラチシユンイチ

象灌璋認

＝一

矢包



2024年01月31日

請求番号■■■■■■

請求書

ESpa@号閉GGY
件名：ホスティング費用

下記のとおりご請求申し上げます。

こ請求金額

SpaceBOGGY

〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川6640-20￥13,200‐

TEL:053-522-3346

FAX:053-569-6979

shinkait@spaceboggy.｣p
登録番号:T8810074591742

お支払い期限:2024年02月29日

2024年5月1日～2025年4月30日分

お振込先：

浜松磐田信用金庫中川支店（普） 2006830シンカイトシカズ

品番・品名 数塁 単価 今額

[2024/01/31納品分]ドメイン年間費用(rachi-shunichi.jp) 1年 6,000 6,000

[2024/01/31納品分Iホステイング費用 1年 6,000 6,000

小計

消費税(10帖）

合計

12,000

1,200

13,200



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）jﾝfノ

毒＝再ワ

経費項目 藷'f究費･研修費･'聴癖費･蕊調誇瀧謄･会議費･畔H鰄費･厩癩･事務費･弱弼漬･人件費

内 容 日経エレクトロニクス定期購読（自動引き落とし） ＃月へ締腱7ｷ星脂／/ケ月令ノ
年月 日 令和6年4月～令和7年2月 金 額 19,663円

目的
ユンユ寸ピゾーレノ 』 ‐ｰ一〆〆、ノJ。UヒヰJUノクリ翠ノし叫lmv〆哩1ﾉ11』 1月干以江印則且ソ匂。

使途
1年間購入費

＝4コH…

県政との

関連性

” ' 一〆1,■ー司菅･ ~巴〆LFマ ノ 、一一ｰf望 、巳一年寸 冬菅冬竺 l "臼一一Jｰ季珂ソ』￥〆些l"IJI同T牒竺Ⅳ脚昌一､ 1瓦し1，

部局の施策等へ提言していく。

、､貝川又青貝向1､｣ｲギグ

別添クレジット明細参照

2024年3月号から1年(12冊21,450円

3月号分として、 1,787円請求済(1冊分）

4月～2月号分の11ヶ月分を請求

21,450円-1,787円＝19,663円

3年3月整理番号3－J参照

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

祠則又耆…(aノ

/2〃3円

弓
ラ 冒分率(b)

/"’％

昼｡刀Tp却具冬! ﾛ 1配1q”､Uノ

19,663円



様式第1－1号

支出証拠書

.(会派名。議員氏名ふじの<に県民クラブ・良知駿一）淵

一国■ザ 3－3

経費項目 諏罰暁費･研修費･広聴曄蹟･蕊諏儲瀧謄･会議費･資料作h蹟･慣諏諒圖･事務費･詞弼漬･人付費

内 容 日経エレクトロニクス定期購読(自動引き落とし） ヨ胎締碑荊-僻7竿月）

年月 日 令和6年3月 金 額 1,787円

目的 ICT等のエレクトロニクス分野における最先端の技術情報を調査する。

使途
1年間購入費

一

＝シJUH＝J

県政との

関連性

"丁＝〆6，1ー用ｰ■ 、凹〆LJマ ノーーヴザ 、ｰ厚いで ÷ー一二 L ,ｰーｰ』一”I寺一一rIJ I同FTI公＝1V副一一、 l~しI,

部局の施策等へ提言していく。

別添ｸﾚジｯﾄ明細 (;年､ｼ月整理番号。-j参照）
一

2024年3月号から1年(12冊21,450円

3月号分

21,450円×1÷12＝1,787円

(禄リ /2j"MIg ￥卸ﾒ時鐘'喉）

‘し坪ﾀｲb鱈|認礪本はる年調整理番号・－学添付

禾刀Uノ崔国

全て政務活動にかかる

ものである

ﾛ貝乢又言毒員(aノ

/,ク'7円

案分率(b)

／

／クク％

政務活動費支出箸 R(aXDノ

1,787円



官而ID:BNYO60
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入出金鴻綴照会
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2024ﾉOz2413:02 DCWebサービス

蝿錨畠と釘 mDC"RD

ご利用中のお客様：良知駿一様

ご利用代食嗣嘱雇盆陰建
. .. ＝ － ．－．一面 ．＝ ＝ .上－． ＝

ご利用明細 印刷日時2024年2月24日13:02
－上Lq■ 全凸 ■－= ロユー■■＝■－一宇一 ‐今二・一二ｺ.=→一一◇竺画出----ﾏｰ､､→→一・ ◇= ← ■-■ ･一 口◇丙､-.ﾛ＝...一一L一一＝一一F .一- .. △.一マー時PL－－－ｰ.－画一一一..－．－，面一F－F－．－一.＝

［2024年3月分のご利用代金明細照会最終閲覧日時:本日が明謡内容確定後の初来訪日となります｡］

良知駿一様ご利用明細(確定)を表示しております。

属ショッピングご利用分

⑧

⑧

1局

照会月 2024年3月

明細作成日 2024年2月24B

払日 2024年3月11日

今回ご購求合計額 118,369円

(1)今回ご請求額 118,369円

(2)率前お支払顔 0円

合計[(1>-<2)］ 118,369円

利用日 利用者 利用内容
利用

区分
新規利用

額

今回購求

霞

現地通

貨額

通貨路

称

換算レ

一卜

■■■■ U■■ ■■■■■■■■■ I I ■■ ■■

■■■■ I■■ ■■■■■■■■
■
■
■
■ ■■ ■■

2024/1/17 ■■ 中部電力24/01利用分
個
沙 7,368 7<368
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■ ■■ ■■
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■
■ l■■ ■Ⅱ■

■■■■ I■■ ﾛ■■■■ I I ■■■ ■■■

■■■■ ﾛ■■
。
’

■
■ ■■ ■■

■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ II ■■ ■■

■■■■ I■■ ﾛ■■■■■■■■■■
■
■
■
■ ■■ ■■

■■■■ I■■ ﾛ■■■■■■■■■■
■
■ ■■ ■■

2024/1/26
■■■■■

CHATGPTSUBSCRIPTION

HTTPSOPENAI・C

回
い

１
払 3,024 3,024 20 USD 151.2

■■■■ ■■■ I■■■■■■■■■■ I I ■■ ■■



DCWebサービス2024/02/241302

(壬，

※リボ払いご利用分のご請求額については､利用内容｢シヨツピングリボ｣の明細行に含まれております。

園表示内容について

･本サービスは､カードのご利用内容とご請求内容を表示しております。

．今回ご請求合計額に｢-｣(マイナス)の表示がある場合は､当該金額をカード代金支払口座へお振込み､または別のご

利用代金に充当させていただきます。

｡前回のお支払いに遅延がある場合には､ご請求の確定が遅れる場合がございます。

･ご利用分の一部または全額を繰上返済いただいた内容は､ショッピングリポ払い･分割払いまたはキヤッシングご利用

分の場合を除き､ご利用明細欄には表示されません｡．

また､ショッピングリポ払いご利用分の場合でも､ご利用代金明細照会｢確定｣画面の明細作成日(毎月20日前後)から

最終確定日(毎月25日前後)の間に､繧卜振済いただいた内容は表示されません。

．ご利用代金明細照会｢確定｣画面の明細作成日以降にご利用.ご返済があった場合､ご利用明細欄の表示内容は変

更されません。

.｢利用者欄｣の「V｣はVISAｶｰド、 「M｣はマスターｶｰド､「数字｣はご利用者のカード番号末尾4桁が表示されていま
す。

･円換算レートはVISAまたはマスターｶｰドが適用するレートを使用いたします｡必ずしもご利用日のレートではございま

せん｡また､海外でのショッピングご利用分は適用レートに諸事務処理などの費用として当行が定めた2.20%(税込)を

加算させていただきます。

,海外でご利用の場合には､加盟店でのご利用日または伝票の処理日が記載されます。

･9桁以上の現地通貨額は表示されず､通貨略称･日本円換算額のみ表示しております。

一一

|②お問合先
|株式会社静岡銀行

|しずぎんｸﾚジｯﾄｶｰドｾﾝﾀｰ
!TEL:0120-540054

儀観瀧鼎黙認龍篭,｡号 ’
1

1

2/3
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2024/2/15 ■■ 日経エレクトロニクス
回
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１
１
判
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21,450 21,450
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様式第1－1号

－房~77司

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）弘2

菫堅宙万

経費項目 調査研究費･研修費･圃鉱報費･霊謝誇瀧債･会議費･"H鰄費･憧諏霜･事務費･藷銅漬･人件費

内 容 新聞購読(2024年4月分） 三遠約ｳ言昨

年月 日 令和6年4月 1日～令和6年4月 30日 金 額 400円

目的
情報収集

使途
ペソ1 1月〃も丹印しﾉ』可

碁q力1口割

県政との

関連性

口々(ﾉﾉｰ(ﾉﾉ1百鍔毎司可宜し屍lXIL土刀rヲ。

面･ 』〆、咳もー"9~■ 二 l b ■ﾃ

別添領収証参照

富む房 領収証

ラトウール 101

良知駿一事務所様

朝刊配達スタッフ募集中！ 浜松
ご興味のある方は、是非ご連絡下さい1

短時間で効率よく収入がアップします1

男女問わず、幅広い年代が活躍中です！

（証券N0. 10-2024/04/2223:01:18)

＝
（ 9999） 0．00クレ

(8%対象 o税 0〉

(10%対象 400醜 36）

毎度ご唯読、まことに
有遜うございます。
上記の金額、正に
領収致しました。

「
Ｉ

＝遠南信Bi z 1 400

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

400円

未ﾌｺｰ芋(Dノ

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

400円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）
臥岸
/Jj

整理2 号 ￥.－／ユ

経費項目 調査研究費･研修費･広職歯報費･蕊調誇鹿債･会議費･資料ｲ賊費･震爾罰･事務費･義弼『費･人件費

内 容 新聞購読(2024年4月分) ii嫉日職及

年月 日 令和6年4月 1日～令和6年4月 30日 金額 930円

目的
lF¥RllX

使途
刈ソ1 1月』器印し'1司

県政との

関連性

日々の社会の情勢を調査し県政に生かすも

、、貝LIX尋向1,｣イギグ

別添領収書参照

I

『 司

良知駿一様

新聞･雑誌名 税率部数金額(瀞込）

｢しんぶん赤旗｣日曜版 8% 1 930

8%対象 861円(税抜） 消費税 69円
10%対象 0円(税抜） 消菩説 、 円

総赤旗

(取扱先）

2024年4月分

930円(税込）

日本共産党西部地区委員会
〒433-8122

浜松市中央区上島2-13-17
TELO53-474-2145

日本共産党中央委員会登録番号T2700150120822
しんぶん赤旗 砺必

I

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収言 金額(a)

930円

案分2 z(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

930円



様式第1．－1号

－7~二~房司

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）ﾙ，

轄理番号

経費項目 調査職費･研修費･広聰広報費･藍調識鱸･会議費･資料{賊費･資繩驚入費便雷･謡弼漬･人件費

内 容 琴舌代

年月 日 令和6年2月 1日～令和6年3月 31日 金 額 4,403円

目的
手4カノノI己pplV

使途
議舌代(R6.2～R6.3月分）

政務活動・

県政との

関連性

案分の理由

後援会活動と案分

領収書譽金額(a)

8,806円

〆A~〆望 I ,ｰ〃

1／2

％

＝…1目 図星へ閂醒､u〃､レノ

4,403円



⑨N轍駕麗:
〒10B-0075東京都港区港南1－2-70

一
回
■
砂■ 請求害(西日本ご利用分）
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浜松市浜名区細江町中川7172
師宿面河蒋訓

－698

Ｘ
「
ｍ
、
皿
『
饗

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

芙
凹
ロ
ロ
印
、
ｍ
岡
『
ロ
ロ
ロ
「
『
「
Ｕ
Ｘ

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

ラ1､ゥ－ル lO1号

良知駿一様

発行年月日

発行会社

2024年4月17日発行

差出:NTTファイナンス（株）

東京都港区港南1－2-70

0800－3335550 （飛料）

WEbでのお問い合わせ先

先
１
５
ド

せ
先
１
０
一

合
付
６
０
コ

問
遠
４
０
用

お
Ｉ
〒
｜
社
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日頃、 NTTファイナンスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

下記の料金を請求させていただきますので、内容を十分ご確認のうえ､お支払い期限までに裏面記載の場所でお支払いをお願いします。 （ 1／ 3ページ）

お ･ 知 ら せ il

【NTTファイナンスからのお知らせ】一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

*** NTTグループ各社ご請求金額＊＊＊

NTT西日本分ご請求額 8, 806円

（合計) 8, 806円詳細については、 「ご請求内訳」をご覧ください。

*** NTTファイナンスからのお知らせ＊＊＊

奇数月のご請求額が5, OOO円未満の場合は、翌月分の偶数月に2ヶ月まとめてご請求しております。

※複数回線まとめてのご請求や、料金回収代行サービスをご利用の場合等は、毎月ご請求しております。

***NTT西日本からのお知らせ＊＊＊

フレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Web光もっともっと割、ど－んと割、ど－んと学割、光はじめ割）は割引契約

期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をご希望されない場合はNTT西日本へご連絡が必要です。

割引適用期間中（自動延伸後を含む）に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。

なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。

詳しくはNTT西日本フレッツ公式サイト [ht tp ://f l ets-w. com/war i/]でご確認ください。

*NTT西日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTファイナンスへ請求事務を委託しています。

↓下の部分を切り取り､当社指定のｺﾝピﾆｴﾝｽｽﾄｱ､今晩磯関､ゆうちよ銀行・郵便局､ ドｺﾓｼｮｯブへ払い込みをお願いいたします｡
CutofilhesllPbelwandusellwhenPayingthe<hargeSatOngofcurdesOnated[onvenien(Estore5,afinanda lnStitution, uPDStoffi(GjodoComoshop』

お客様ご請求番号
(BILLINGNUMBER)

お 客 様 番 号
にUSTOMERNUMBER）

請 求 年 月

(MONTHOF ISSUE)

ご請求金額

(TOTALAMOUNT)

お支払期限

(DUEDATE)
Ⅱ

D

I■■■■■
2024年4月ご請求分 8, 806円 2024年4月30日 （,火）

I
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2024¥4月ご請求分1
冑求囚冒R (お客鱸

Ｅ]OR121 1001 13029 1Z9$

お客様ご請求番号
BILLINGNUMBER ■■■ ■■■

請求年月
MONTHOF ISSUE

内訳項目金額（円） 内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

請 求 内 訳 等 詳 細 〔難溌も認蕃ｽ提供事叢書が〕nETAI l亡n便 rHA口便F RRFAKnnWN

税区分
TAX

◇NTT西日本ご利用分

4〃622

◇NTT西日本分（小計）

4夕622

◇NTT西日本ご利用分

4〃184

2,600
－400

500

400

86

200

100

680

32

4

420

4，622

2，600
－400

500

400

200

ﾉ

3月分
Ｐ

Ｆ

１

フレッツ光ﾗｲﾄ M利用料 2月 1日~2月29日

ﾌﾚｯﾂ･あつと割引 2月 1日~2月29日：ﾌレツツ

あつと割引の割引料金です｡

ひかり電話(基本料) 2月 1日~ ､2月29日電話番号I ｡

はO53-523－7400

ﾅﾝパｰ･ディスプレイ使用料 2月 1日~2月29日

ボイスワープ使用料 2月 1日~2月 5日

複数チャネル使用料 2月 1日～ 2月29日
追加番号使用料 2月 1日~2月29日

ひかり電話(通話料) 2月 1日~2月29日

ひかり電話(挽帯電話等への通話料) 2月 1日~2月29日

ユニバーサルサービス料他

消費税等相当額（合計）

2月 1日～2月29日 2番号分

のご請求となります｡

合卯表示の料金合計×10%

・
計
分

小
月

Ｉ

４

ﾌﾚｯﾂ光ﾗｲﾄ M利用料 3月 1日~3月31:日

フレッツ・あつと割引 3月 1日~3月31日:ﾌﾚﾂﾂ

･あつと割引の割引料金です･

ひかり電話(基本料) 3月 1日~3月31日電話番長
はO53-523-7400

ナンバー・ディスプレイ使用料 3月 1日~3月31日
狗助手ヤネル伸用料 3月 1日~ 3月31日

算
算
算
算
算
算
算
算
算
算
算
算
算
算
算

勺
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回
凸
ロ
』
ロ
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ロ
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ロ
杢
口
一
口
合
口
《
ロ
〈
口
今
ロ
今
ロ
今
ロ
今
ロ
今
ロ

ユニバーサルサービス料他には､ 2023年4月利用料分から2024年1月利用料分まで､ユニバーサル

サービス料に加え､砥階ﾘﾚｰサービス料として1番号あたり1 . 1円(税込)が含まれています｡

電話リレーサービス料については一般社団法人近気通信事業者協会のﾎｰﾑページをご確認下さい｡

ht tps ://www. tca. or. jp/te l ephonere l ay_serv i ce_sup

nnT･ ↑／on／

***ユニバーサルサービス料について幸＊*

ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバー

サルサービス(NTT東西の加入電話等)の提供を確保するため

にご負担いただく料金です｡なお､一般社団法人遮気通信瓶業者

協会から1番号あたりの賀用(番号単価>iが公表されています｡
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ご請求内訳 (お客様番号 ）
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内訳項目金額（円）
qMR6EBRMKDOMBY"T[GORYWEN)

内訳金額（円）
nMOUNT(YEN)

請 求 内 訳 等 詳 細
DETAILS OF CHARGE BREAKDOWN

｢本内訳は、各サービス提供事業者が1
L発行したものです。 ノ

酌 ﾏ ざ=ﾛﾛﾏ五

◇NTT西日本分（小計)

◇合計

4，184

8"806

100

256

144

－－－ 4:‐

380

4，184

8，806

追加番号使用料 3月 1日~ 3月31日

ひかり電話（通話料) 3月 1日~3月31日

ひかり電話（蛎帯電話等への通話料） 3月 1日~3月31日

ユニバーサルサービス料他 ．’ "皇一 ・ ､帯 ..象 . : ､ 3月.､ 1日へ .3月31日 2番号分

のど請求となります。

消費税等相当甑（合計） 合算表示の料金合計×10％

(小計）

合計 2か月分のご請求額です。



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）殊

整理番号 牟一／‘ダ

経費項目 調罰暁費･研修費･阪厩調･野調講藏憤･会議費･資糾鰔費･資張購入費･事務費･藷銅漬･人件費

内 容 ﾗゾｵ出演(浜松エフエム放送株式会社/イブニングサテライト） 州分

年月 日 令和6年4月 1日～令和6年4月 30日 金額 35,165円

目的
其政について広報する

使途
出演料

婆q力1口割

県政との

関連性

県西部の県民に対し、ラジオ番組を通じて県政について報告する。

、ﾛ貝川又青貝向1,｣ｲ千〃

別添請求書・揖迅明細参

番組料金35,000円

振込手数料 165円

35,000円十165円＝35,165円

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収帯 金額(a)

35,165円

〆｡~／己 ﾛ ､ｰﾉ

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

35,165円



振込・振琶取引の照会2024/05/1510:25

ﾛ■■画甜[、

鳶 ‘－ ． ．鼠…二j, =. , _' 'E! .i

お取引を取り消す場合は｢取消確認｣ボタンを押してください｡

l処理状況

国 受付番号051500ユ受付日時2024年05月ユ5日10時ﾌﾌ分取引方法ブラウザ

I取引内容

引落口座

金融機関名ﾊﾏﾏﾂｲﾜﾀｼﾝｷﾝ

支店名弛ﾃﾝ

科目普涌宿金

口座番号69843ユ

受取人名ﾊﾏﾏﾘｴﾌｴﾑﾎｳｿｳ(力

金額35"000円

引落合計金額35,165円（税込手数料165円）

指定日05月15日

漏入依頼人名ラチシユンイチ

振込･振替先口座

取消確認

戻る

イノイ
『51



〒431-1304

浜松市浜名区細江町中川7172-698

ラトウール101

圭
月

ニ
ニ
ロ 求書

2024年4月30日

No. 23852

静岡県議会議員良知駿一 様

①I脈
、
Ｉ
Ｆ
囚
』
長

又
０
．
．

詞
恥
屑

(■■■■）
サチｼﾃｲ浜松中央館4階
TEL:053-458-8600 AX:053-458-8611

登録番号:T6080401004009

2024年4月度.

期間2024/04/01～2024/04/30

上記の通りご請求申し上げます。

なお弊社の取引銀行は次の通りです。

浜松磐田信用金庫本店営業部普通No.0698431

三井住友銀行 浜松支店 普通No.7024266

※誠に勝手ではございますが、振込手数料は貴社ご負担
にてお願い申し上げます。

■■■
前回請求額 入金額 繰越額 売上額 消費税額等

35,000 35,000 0 31,818 3，182 ￥35,000

費 目 （税率） 請求金額 備考

番組料金 （10.0%） 31 ，818 【KENGIDENight｣】

小 計 31 ，818

消費税等 （10.0%） 3,182

合 計 ¥35,000
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タイム放送確認書

71ハ1

｣ayO広告主静岡県議会議員良知駿一 御中

う兵

才公
"エ

フ
2024年4月度 期間2024/04/01～2024/04/30 ザザシティ浜松中央館4階

TEL5053-458-8600 FAX:053-458-8611

貴社お申し込みの放送は、下記の通り放送致しましたのでご通知申し上げます。

番組名 【KENGIDENight!】

放送日

日 曜日 放送時刻 CM秒数
ﾀｲﾑﾗﾝｸ

区分 広告商品およびCM素材の内容
01 月 19:30－20:00 1800,, A

放送件数： 1件



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

戸ノ

ツiケ

轄理番号 チー／ざ

経費項目 調査研究費.研修費.広聴鰯費.鶏蹴鞠勧費.会議費.資料侑績.資繩静費.事務費.弱翔漬.鯵

内 容 事務員雇用（令和6年4月分）

年月 日 令和6年4月 1日～令和6年4月 30日 金 額 119,707円

目的 政務活動を補助する職員雇用

使途 4月分給与

関連性

、､E只ﾙ咲言只口.l､｣1十"〆

二人分

別添参照雇用実績表給与支払い明細書

ﾛ■■■
通勤手当 2,040円× (45.5h/73.5h)=1,262円敏務活動費充当分）

給与 49,140円(嘩活動費充当分）

■■■■
通勤手当 1,292円×(63.75h/94.25h)=873円(政濡動費充当分）

給与 68,850円（政務活動費充当分）

雇用偲倹料 618円× (63.75h/94.25h)=418円倣務活動費充当分）

【合計】

1,262円十49,140円十873円十68,850円-418円=119,707円（政瀞舌動費充当分）

案分の理由

全て政務活動にかかる

領収書金額(a)

119,707円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

119,707円



■■■■
交通費

5，1×2往復×日数×10円

10．2×（ 20日 ）×10円＝2,040円

合計出社日数

ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

干

ｌ

ｌ

９

ｒ

Ｐ

！

呂

田

Ｊ

Ｊ

給与支払明細書

令和 6年 4月分

（ 4）月出社した日付
1

2

3

4

8

9

0

1

2

5

6

７

8

9

22

23

24

25

26

30

20

給与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

79,380円 2,040円 81,420円 0円 0円 0円 81,420円

受領印

受領日

■■
夕月／タ日



会派様式第5号

雇用実績表

一口4月分 氏 名

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動

業務時間数
政務活動業務内容

1 月 3．5 2 支出証拠書作成電話応対

2 火 3．5 2 資料作成資料整理

3 水 3.5 2 資料作成来客応対

4 木 3.5 2.5 資料整理電話応対

5 金 3.5(“） 0

6 土

7 日

8 月 3.5 .5 資料作成資料整理

9 火 3 5 ､5 資料作成電話応対

0 水 3 5 .5 資料作成電話応対

1 木 3 5 .5 政務調査電話応対

2 金 3 ５ ､5 支出証拠書作成資料整理

3 土

4 日
・
１
．
5 月 3.5 2 資料作成政務調査電話応対

6 火 3.5 2． 支出証拠書作成資料整理

7 水 3.5 2 政務調査スケジュール管理

8 木 3．5 2． 資料作成郵便物共有作業電話応対

9 金 3．5 2． 政務調査電話応対

20 土

21 日

22 月 3．5 2 政務調査電話応対

23 火 3．5 2 政務調査電話応対

24 水 3．5 2．5 資料整理電話応対

25 木 3．5 2．5 支出証拠害作成郵便物共有作業

26 金 3．5 2．5 資料作成資料整理

27 土

28 日

29 月

30 火 3．5 1.5 資料作成政務調査電話応対

31

計 73.5 45.5

上記のとおり雇用したことを証明する。 己年、夕月／ 日

会派･議員名ふじの<に県民クラブ･良知駿一

[政務活動費充当計算}･･･①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。

①(B){45時間30分}×単価{1,080円}=49,140円
②総支給額［ 円}×(B)/(A)= 円



ﾛ■■■■
交通費

3.4×2往復×日数×10円

6．8×（ 19日 ）×10円＝1,292円

合計出社日数

給与支払明細書

令和 6年 4月分

’

(4)月出社した日付
1

2

3

4

5

8

10

11

12

15

16

17

18

19

22

24

25

26

30

19

給与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

101,790円 1,292円 103,082円 0円 618円 618円 102,464円

受領印

受領日

■■
ﾀ月'7乙日



会派様式第5号
雇用実績表

■4月分 氏 名 ■■■

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動

業務時間数
政務活動業務内容

1 月 4.5 3.5 スケジュール管理書類整理

2 火 4 3.5 郵便物共有作業政務調査

３ 水 4．75 3 電話応対資料作成

4 木 4．5 2.25 資料作成

金 4．5 4 資料作成スケジュール管理

土

日

月 4.5 3.5 資料作成スケジュール管理電話応対

火 (淵ィ リ 0

0 水 4.5 2.25 資料作成電話応対

1 木 4.5 3.5 郵便物共有作業書類整理

2 金 4-5 3.5 政務調査

3 土

4 日

5 月 4.5 4.5 郵便物共有作業書類整理

6

7

火

水

4.5

4．5

4

3

資料作成書類整理

郵便物共有作業書類整理

8 木 4.5 4.5 郵便物共有作業政務調査

9 金 4.5 2.5 郵便物共有作業政務調査

20 土

21 日

22 月 ， 4．5 ３ 郵便物共有作業

23 火 4.5(府'1） 0

24 水 4．5 3 郵便物共有作業

2 木 4.5 3.5 郵便物共有作業書類整理

2 金 4.5 2.25 郵便物共有作業政務調査

2 土

2 日

2 月

3 火 4.5 4,5 郵便物共有作業資料作成

吾＋
ロI (A) 94.25 (B) 63.75

上記のとおり雇用したことを証明する。
／
○ 年

人
ら 月 ／ 日

会派･議員名ふじの<に県民クラブ｡良知駿一

[政務活動費充当計算}…①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。
①(B){63時間45分}×単価{1,080円}=68,850円
②総支給額｛ 円}×(B)/(A)= 円


